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午前10時00分開議 

○渡部眞美委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は17名で、全委員が出席をして

おります。 

 ただいまから、本日の委員会を開きます。 

 それでは初めに、本委員会に進め方について御

説明申し上げます。 

 質問席と答弁席についてですが、質問席につき

ましては昨年と同様に中央に用意をしております。 

 委員の方は、委員長の許可を求めた上で質問席

に着き、起立して質問を行い、着席して答弁を聞

いてください。 

 答弁席につきましては、演台と自席といたしま

す。 

 自席付近にマイクを用意いたしましたので、起
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立して発言を願います。 

 さらに関連質疑の場合は、同一会派の委員に限

り、主質疑者の同意のもとに、委員長の許可を求

めた上で質問席から質疑を行うこととし、その間

主質疑者は自席に戻っていただきます。 

 次に、質疑時間の関係でございますが、昨年同

様、委員の皆様から向かって右側の議員出席数表

示器の下にランプの表示器が設置されております

が、質疑時間１時間の５分前にブザーが鳴り黄色

のランプが点きます。 

 また、質疑時間が１時間になりますと、ブザー

が鳴り赤いランプが点きます。 

 時計を見計らいながら質疑を行っていただきま

す。 

 委員皆様と理事者の御協力をお願いいたします。 

 それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳入のうち一般財源となる歳入と、一般会計の

歳出のうち議会費、総務費、消防費、公債費、諸

支出金、予備費及びその特定財源に関する歳入の

細部質疑に入ります。 

 なお、関連でございます議案第13号から議案第

16号までの４件についても、あわせて質疑をいた

だきます。 

 質問者、挙手を願います。 

○井戸達也委員 おはようございます。 

 まず、私からいくつかお聞きをいたします。 

 最初に、防災に関しての質問をいたします。 

 ことしも非常に７回という暴風雪警報が出され

たという中で、災害の多様化という部分で、当市

としても、さまざまな災害を想定して計画的に準

備を進めていかなければならないというふうに思

うところであります。 

 防災備蓄整備655万円のうち一般財源335万円と

いうことで計上されておりますけれども、小学校

２校、中学校１校への備蓄というふうになってお

りますが、今回はどこの学校を予定しているのか

という部分をまずお聞きいたします。 

○本間保司総務課参事 防災備蓄整備事業につい

てでございますが、平成27年度は、小学校は南小

学校、網走小学校の２校。 

 中学校は、第一中学校への整備を予定しており

ます。 

○井戸達也委員 南小と網小、そして一中という

この３校に予定をしているというところですね。 

 わかりました。 

 この備蓄の部分に、恐らく食糧という部分も含

まれてくるというふうに思いますけれども、これ

は何人を想定して、何食分を確保していくのかを

お聞きします。 

○本間保司総務課参事 防災備蓄の食糧について

の御質問でございますが、食糧につきましては、

小学校にのみ配備しております。 

 内訳としましては、調理不要食200食、カンパ

ン240食の計440食となっておりまして、災害想定

にもよりますが、40名ないし50名が避難した場合

には３日分の食糧という形になっております。 

○井戸達也委員 ３日分ということで、３日ここ

に避難していれば何かしらの救出の手段がとれる

というところで、440食分というところで確認い

たしました。 

 この資機材という部分では、備蓄整備の中で資

機材というものも整備されるということですけれ

ども、どこの場所にこういった資機材を保管して、

資機材の管理は学校が行うのかという部分をお聞

きいたします。 

○本間保司総務課参事 資機材についての御質問

でございます。 

 防災備蓄品としましては、先ほど申し上げまし

た、非常食、ペットボトルの飲料水のほか、軽油

発電機、投光機、発電機用の軽油燃料、簡易トイ

レ、そのほか毛布、バスタオル、歯ブラシ、紙お

むつなどとなっております。 

 また、これらの保管場所につきましては、これ

まで整備した学校では、余裕教室や使用されてい

ない更衣室などの学校の空きスペース、また物品

庫や物置など、配備する学校と協議の上で決めて

おります。 

 管理に関しましては、非常食、軽油燃料など、

いわゆる期限のあるものの更新は市が実施するこ

ととなります。 

 その他物品の保管、管理は、学校にお願いする

こととしております。 

○井戸達也委員 十分なものが配備されるという

ことで、管理は学校ということになりますという

ことを確認いたしました。 

 食糧に限っては、賞味期限というか、消費期限

というか、こういったものがあろうかというふう

に思います。 

 これをどのように期限内に処理していくのかと

いう部分を確認したいと思います。 
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○本間保司総務課参事 備蓄食糧の期限について

の御質問でございます。 

 配備する食糧の賞味期限は、５年間となってお

ります。 

 これらの食糧につきまして、賞味期限が切れる

前に防災訓練などで使用するなど、有効に活用し

たいと考えております。 

○井戸達也委員 ５年間ということで、時間は

たっぷりある中で、この間に訓練等で使用をして

いくということで、訓練は定期的に必要だという

ふうに思います。 

 さまざまな災害を想定した訓練が必要であるか

なというふうに思いますので、この辺をしっかり

とやっていただきたいと思います。 

 続いて、冬季避難所停電対策事業についてお聞

きをいたします。 

 これも、小学校２校と中学校２校ということで

ありますけれども、備蓄品と同じ学校への機材の

整備となるのかという部分をお聞きいたします。 

○本間保司総務課参事 冬季避難所停電対策事業

に対する御質問でございます。 

 冬季避難所停電対策事業では、先ほど申し上げ

ました防災備蓄品整備事業の実施にあわせまして、

同じ学校へ資機材の整備を行っております。 

○井戸達也委員 同じ学校というところで、この

停電対策用資機材といったものは、具体的にどの

ようなものを指すのかというところをお聞きいた

します。 

○本間保司総務課参事 この事業で整備する資機

材でございますが、停電時には電力を必要としな

いポータブルストーブ、床からの寒さを防ぐ防災

マット、充電式で利用可能な投光器シリウスライ

ト、蓄電池となっております。 

 また、燃料備蓄のために屋外灯油タンクを設置

し、災害用燃料として灯油を配備することとして

おります。 

○井戸達也委員 御答弁いただいた物に関しては、

家庭でもぜひともそろえていただきたい物の一つ

であるというふうに思います。 

 これも答弁の中では、学校が同じく管理してい

くのかというふうに思いますけれども、その辺に

ついても御答弁願いたいと思います。 

○本間保司総務課参事 備品の保管、管理につき

ましては、学校にお願いすることとしております。 

○井戸達也委員 わかりました。 

 次に移ります。 

 避難施設等環境整備事業1,600万円について、

お聞きをいたします。 

 これは、学校以外の施設18カ所というふうにし

ておりますけれども、この学校以外の18カ所とは、

一体どういう施設を予定しているのかお聞きをい

たします。 

○本間保司総務課参事 この事業で行う施設でご

ざいますが、災害発生時に避難所となる施設のう

ち、総合福祉センターやコミュニティセンター、

オホーツク・文化交流センター、総合体育館、市

民会館など、18施設について整備を予定しており

ます。 

○井戸達也委員 この施設については、わかりま

した。 

 これを割り返していくと、18カ所で１カ所当た

り90万円近い予算というふうになりますけれども、

具体的にどのような内容の工事を予定しているの

かお聞きをいたします。 

○本間保司総務課参事 この事業の工事の内容で

ございます。 

 施設により工事の内容、工事費用などは異なり

ますが、事業全体といたしましては、和式便器の

洋式化を11カ所、洋式便器へのウォシュレット化

が42カ所、障がい者トイレ関係では、ウォシュ

レット化や段差解消、オストメイト対応などを予

定しております。 

○井戸達也委員 今の御説明だと、単に便器をか

えるだけではなく、間仕切りというかスペースを

大きくしたり、そういった部分も含まれてくるの

かというふうに思いますけれども、それでよろし

いでしょうか。 

○本間保司総務課参事 そういった部分での、い

わゆるバリアフリーに対する対応を図ることを考

えております。 

○井戸達也委員 わかりました。 

 理解いたしました。 

 避難所の関係で、若干お聞きをしたいのですけ

れども、今回も７回にわたる暴風雪の警報が出た

という部分で、避難所が開設されるといった事態

が起こったわけでありますけれども、実は通行す

る車によっては、網走市民に限らず通行どめが起

こった際に、避難所に避難したいという方がおら

れるにもかかわらず、避難所がどこであるかとい

う部分がわからなくて困っていたというような話
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も若干聞いております。 

 こうした部分で、今回、避難所に避難された方

々の利用の人数というものを把握していたら伺い

たいと思います。 

○本間保司総務課参事 資料を持ち合わせており

ませんので、後ほどお答えさせていただきたいと

思います。 

○井戸達也委員 恐らく、予報が出て早めに通行

どめがなされるといった部分で、足どめされた方

々が避難所に避難してくるといった部分も多く

なってきたのかということが考えられるので、質

問させていただいたのですけれども、避難所がわ

からないという部分で、今後避難所をわかりやす

くする方法というのを考えていく必要があると思

いますけれども、その辺について市としての考え

方をお示しいただきたいと思います。 

○本間保司総務課参事 暴風雪等による一時避難

所を開設した場合、総合振興局へ連絡するととも

に報道関係にも連絡しておりますので、テレビ、

ラジオ等で避難所の場所等の情報を流していただ

いているところでございます。 

 また、あわせまして、市のホームページへの掲

載、公式ＳＮＳ、フェイスブック、ツイッター、

あるいは「お知らせメール＠あばしり」を活用し

て避難所開設情報発信をしております。 

 また、今、御質問のございました避難所近くの

コンビニの駐車場等に駐車する、一時待機する車

両もあると聞いておりますので、例えば、避難所

近くのコンビニ等で避難所を開設した情報を提供

していただくことが可能とも思われますので、今

後検討してまいりたいと思っております。 

○井戸達也委員 コンビニは常に開いているとい

うことで、人が立ち寄りやすいという部分で情報

もそこに固めておくと、何かしらの情報がそこで

得られるという形は理想的な部分ではないかとい

うふうに思いますので、その辺も含めてわかりや

すい形を検討していただきたいと思います。 

 次になりますけれども、津波避難路整備事業に

ついてお聞きをいたします。 

 今回は4,940万円ということで、ベルコ会館か

らの階段と藻琴地区への階段という部分でありま

すけれども、今、現在階段がありますけれども、

これをどのようにして整備していくのかという部

分をお聞きをいたします。 

○本間保司総務課参事 ベルコに上る南８条東７

丁目から台町方面への、いわゆる台町階段につき

ましては、現状の老朽化した木製の階段を耐久性

のあるプラスチック擬木、いわゆる「にたき」と

いうのでしょうか、プラスチック擬木製の階段へ

取りかえることとし、手すりにつきましても新し

いものに交換することとしております。 

 また、藻琴神社の参道につきましては、階段部

分ではなく、参道の緩やかな斜面にこれまでも手

すりが設置されていたところなのですが、老朽化

し破損箇所も多いことから、新しい手すりに取り

かえを行いまして、高齢者の方などの避難に対応

しようとするものでございます。 

○井戸達也委員 理解をいたしました。 

 以前からも質問をしておりますけれども、これ

に合わせて、海岸町から向陽地区にかけての避難

路整備も早急に進めていただく必要があるという

ことは、以前から一般質問でもさせていただいて

おりますけれども、ここも土砂災害警戒の指定区

域ということもございまして、北海道との絡みが

あるという部分で聞いております。 

 若干この辺も、見通しが明るくなってきたとい

う話も聞いておりますけれども、現時点での状況

をお聞きいたします。 

○本間保司総務課参事 海岸町から向陽ヶ丘の高

台へ上る避難路の設置につきましては、これまで

北海道に要望してきたところでございますが、保

安林の治山事業による階段路の整備を検討できる

との見解を得たことから、治山事業の早期実施に

ついて、改めて北海道に対して要望しているとこ

ろでございます。 

 北海道からは、平成27年度以降の早い時期に事

業による設置を検討しているとの回答も得ており

ます。 

○井戸達也委員 見通しが非常に明るくなってき

たということで、何とか期待する部分でございま

す。 

 わかりました。 

 続いて、地域防災訓練事業についてお聞きをい

たします。 

 毎年行われている地域防災訓練ですけれども、

今年度はどういった地域を予定しているのかとい

うことをお聞きいたします。 

○本間保司総務課参事 地域防災訓練の実施箇所

でございますが、この訓練は社会福祉協議会、市

町内会連合会、老人クラブ連合会などで構成する
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地域福祉会議が進めております、防災福祉の地域

づくりの一つとしまして、市と地域福祉会議の構

成団体が連携し、平成22年度から５カ年間、年２

地区の自主目標に取り組んでいるところでござい

ます。 

 実施地区につきましては、地域福祉会議の構成

団体でございます、市町内会連合会に選定をお願

いしておりまして、今年度、平成27年度の実施地

区は、５月から６月ごろに決定する予定となって

おります。 

○井戸達也委員 現時点では、まだ決まっていな

いということで、５月、６月ぐらいに決定すると

いうところで理解をいたします。 

 地域の実態を把握して、実態に合った訓練を計

画すべきというふうに考えております。 

 こういった部分で、地域からの要望等、こんな

訓練が理想だというような要望が上がっていれば、

その辺についてお聞きしたいというふうに思いま

す。 

○本間保司総務課参事 訓練の実施に当たりまし

ては、市と実施地区、これは町内会となりますが、

この間でどのような災害を想定し、どのような訓

練の内容にするかなどについて打ち合わせを重ね

て、地区の要望を踏まえた上で実施することとし

てきております。 

 このため、今まで実施地区によりましては、津

波を想定して高台へ避難訓練を行ったこともござ

いますし、また、海岸部ではない地区では、地震

を想定した訓練をするなど、それぞれ地区の状況

に合った要望を含めて訓練を行うようにしており

ます。 

○井戸達也委員 理想的なというか、地域の実態

に合った訓練をしていただきたいというふうに思

います。 

 高齢者をいかに避難させるのか、また、そこに

住む障がい者はどこにいるのか等を地域で把握し

て、自主的に訓練する形が必要であるというふう

に私は考えますので、自主防災組織とこの辺とを

あわせて計画を進めてほしいというふうに思いま

す。 

 次に移ります。 

 日体大特別支援学校設立推進事業、73万8,000

円という部分でお聞きをいたします。 

 この事業の現時点での進捗状況といった部分を

確認させていただきたいと思います。 

○鈴木聡日体大特別支援学校設立準備室参事 日

体大高等支援学校の現在の進捗状況について、お

答えいたします。 

 平成29年４月の開校に向け、昨年４月から学校

法人日本体育大学によります設立準備室網走事務

所を設置しまして、開設の準備を進めております。 

 網走事務所において、これまで施設の建設計画、

教育課程に関する計画及び教職員の確保について

準備を進めております。 

 このうち、施設の建設計画につきまして、寄宿

舎の新築、旧道立高等技術専門学院の改修工事及

び学校敷地内の造成工事の施工計画が決まりまし

て、先日、学校法人日本体育大学と網走市内の建

設業者を含む共同企業体の間で施工の合意がなさ

れまして、現在、工事施行の準備を進めておりま

す。 

 学校建設に必要な市有財産の無償譲渡につきま

しては、３月中旬に契約を締結する予定となって

おります。 

 また、共同企業体によります安全祈願祭が３月

30日にとり行うこととなっておりまして、その後、

４月からは施工可能な部分から工事に着工する予

定となっております。 

 工事完了の時期は、平成28年５月ごろを予定し

ておりまして、工事完成後、私学審議会の現地視

察を受けることとなっております。 

 学校の認定に関しましては、平成28年４月に北

海道へ認可申請を提出し、認可の承認を受ける予

定となっておりますけれども、その前段の事務と

しまして、ことしの４月に計画書を提出して、そ

の承認を受けることになっております。 

○井戸達也委員 ３月中旬に契約、４月から工事

にかかっていくと、そして平成28年５月に完成と

いった部分で、少しずつ準備が進んできたのかと

いうふうに感じます。若干安心をいたしました。 

 こういった話を進めていく中で、日体大のほう

から何か当市に強い要望というか、こういったも

のが必要なのだという部分がございましたらお聞

きしたいと思います。 

○鈴木聡日体大特別支援学校設立準備室参事 現

在、日本体育大学の網走事務所と網走市の準備室

で連携を取りまして準備を進めております。 

 特段強い要望というのは、今のところございま

せん。 

○井戸達也委員 この件に関しては、十分に打合
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せをして、できるだけ要望に応えた上で進めてい

ただきたいというふうに思っております。 

 準備が少しずつ整ってきているということで、

非常に期待する部分が大きい事業でございますの

で、しっかりとお願いしたいというふうに思いま

す。 

○渡部眞美委員長 先ほどの、一時避難所の利用

人数について答弁がまだですので、着席したまま

暫時休憩いたします。 

 そのままお待ちください。 

午前10時27分休憩 

午前10時29分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 井戸委員の質疑に対する答弁からお願いします。 

○本間保司総務課参事 一時避難所の利用者でご

ざいます。 

 直近のデータがございますが、よろしいでしょ

うか。 

 ３月２日、一時避難所の利用者の数でございま

すが、西コミュニティセンターに９名、北浜の分

団詰所に４名、消防南出張所に４名、延べ合計17

名となっております。 

○井戸達也委員 余り利用されている方が少ない

のかなというふうに思っていましたけれども、意

外と利用されている方がいるという部分で、今後、

場合によってはたくさん利用される方が出てくる

のかなというふうに思いますので、その辺の対策

もひとつよろしくお願いいたしますということで、

私の質問を終わらせていただきます。 

○渡部眞美委員長 次。 

○金兵智則委員 民主市民ネットの金兵でござい

ます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、集会施設についてお伺いいたしま

す。 

 各地域の催し物や集会、代表質問にもありまし

たけれども、ふれあいの家などが行われている集

会施設ですけれども、平成27年度の予算を見させ

ていただくと、管理運営事業、設置改修事業で今

年度、平成26年度より大きく増加をしているとい

うことがわかりました。 

 まずはその理由と、事業費が増加しているとこ

ろを見ますと、集会施設によってばらつきはある

のかというふうに思いますけれども、老朽化が進

んできているというふうに個人的には考えるとこ

ろでありますけれども、そのあたりの状況につい

てもあわせてお伺いしたいと思います。 

○田邊雄三市民課長 集会施設管理運営事業につ

きまして、事業の内容ですけれども、嘉多山、北

浜、浦士別、藻琴の研修等のセンター施設と、温

根内、能取の福祉会館の６施設に係る指定管理委

託料271万1,000円と、季節保育所ともなっている

浦士別地区集落センターの調理室の改修、ストー

ブの取りかえなどで224万6,000円の費用、地域の

活動施設として地域に貸し付けている旧小学校、

８カ所ありますけれども、その分の小修繕30万円

で計525万7,000円の予算を計上しているところで

す。 

 前年に比べ、予算が増額している部分ですけれ

ども、浦士別集落センターの調理室の改修、ス

トーブの取りかえ分224万6,000円が増加分となっ

ております。 

 集会施設の改修事業のほうですけれども、事業

の内容としましては、集会施設設置改修事業は、

町内会、自治会が所有し、管理運営する町内会館

の建設及び増築、修繕に係る費用の補助をする事

業となっております。 

 前年度より予算が増額している理由ですけれど

も、平成26年度は鉄南会館の屋根の修繕、塗りか

え改修を主な予算として措置をしていたところで

すけれども、平成27年度につきましては、明治部

落会館の屋根、壁、床の改修及びトイレの水洗化

を行う工事の要望がありましたので、予算化をし

たところであります。 

 集会施設の現状でございますけれども、嘉多山、

北浜、浦士別、藻琴の研修センターは、築後30年

程度が経過している状況にあります。 

 地域からの修繕要望も、多く寄せられていると

ころであります。 

 平成26年度は、各施設の修繕等の必要状況調査

を建築課と実施しまして、今後、ある程度予想さ

れる修繕について調査を行いますので、計画的な

修繕を検討しながら、地域の方とも相談しながら、

日常の利用に支障が出るところの修繕を優先して、

施設機能の維持をしていきたいと考えております。 

○金兵智則委員 予算の増加については、管理運

営事業に関しては浦士別のほうの調理室と、特異

な現象があったということで、修繕費用について

は要望が上がってきている。 
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 こちらについても、ことしよりは多く修繕が

あったということなのだというふうに思います。 

 今、集会施設の状況を確認の上、今後、計画的

に実施していくということでありましたので、集

会施設はさまざまなことに利用されて、周辺住民

の皆さんにとっては大変重要なものであります。 

 計画的な修繕ということをお聞きしましたので、

今後も進めていっていただけたらというふうに思

います。 

 集会施設並びにコミセンに設置されるＡＥＤ設

置についてですけれども、来年度の設置の予定、

設置の内容についてお伺いしたいと思います。 

○田邊雄三市民課長 コミセン、集会施設のＡＥ

Ｄの設置事業についてでありますけれども、ＡＥ

Ｄは18カ月ごとのパッドの交換、４年目から５年

目でバッテリーの交換、７年目で本体買いかえと

なるもので、平成25年度からは新規設置について

はリースとしているところです。 

 それ以前に設置していたコミセン、住民セン

ター、郊外の集会施設のＡＥＤは、運営委員会で

購入、共同募金からの寄附、季節保育所となって

いる郊外の施設は子育て支援課で整備をしてきま

した。 

 バッテリー切れが近づき、バッテリーを交換し

ても、本体自体がその後２年で交換となること、

今後の維持経費等をリース料金と比較した結果、

平成27年度からリースに切りかえた方が経費、維

持面において有利と判断したところです。 

 このことから平成27年度は、10施設につきまし

てリースの新規設置、５カ所についてリースの更

新ということで、15カ所をリース料金として計上

しているところです。 

○金兵智則委員 リース契約をされているので、

予算金額的にはそんなに大きくないということと、

10施設が新規設置、５施設に関しては更新設置と

いうことの答弁内容だったかというふうに思いま

すけれども、これでコミセン、集会施設のＡＥＤ

設置については全て完了しているのか、どの程度

まで進んでいるのか、お伺いしたいと思います。 

○田邊雄三市民課長 コミセン、集会施設につき

ましては、全て設置をしているところであります。 

○金兵智則委員 全て設置されているということ

で理解させていただきますけれども、ＡＥＤはい

つでも使用するものではありませんけれども、い

ざとなったときには、正確に迅速に使用すること

が求められるものだということは、皆さん御承知

のことだと思います。 

 そのためにも、何度もお話しさせていただいて

おりますけれども、この集会施設、コミセン施設

の周辺住民の皆様が使用することができるよう、

定期的な講習会などが必要になるというふうに思

いますけれども、現状どのようになっているのか

お伺いしたいと思います。 

○田邊雄三市民課長 ＡＥＤが設置されている施

設につきましては、指定管理者、各区会でＡＥＤ

の講習が実施されているところであります。 

 コミセンでは毎年管理人が受講しまして、郊外

の集会施設では平成26年度は地域の自主防災訓練

を実施した能取、嘉多山、浦士別、二見ヶ岡でＡ

ＥＤの講習が開催され、保育所に設置されている

嘉多山、藻琴、北浜、浦士別では、保育士が講習

を受講しております。 

 今後も定期的にＡＥＤ講習が各施設で行われる

よう、指定管理者、区長にも協力をいただきたい

と思っております。 

○金兵智則委員 了解いたしました。 

 ＡＥＤは、音声が流れるから誰でも使えるので

はないかというようなことをおっしゃる方もい

らっしゃいますけれども、実際その場にあったと

きにはなかなか難しい、精神状態も普通の状態で

はいられないというところもありますので、定期

的な講習を今後も続けていただければというふう

に思います。 

 次に、消費生活相談事業についてであります。 

 網走でも、さまざまなトラブルがあるというふ

うに伺っております。 

 また、今朝も札幌、岩見沢方面で詐欺事件が

あったというようなことがテレビで報道されまし

た。 

 例えば、振り込め詐欺の被害について言えば、

これだけさまざまなところで注意を促しているに

も関わらず、一向に減らないといった状況で、報

道などでは手口もさらに巧妙化しているというこ

とであります。 

 また、ＳＮＳの普及などによって、それらに関

連したトラブルも増加しているというふうに伺っ

ているところでもあります。 

 現在、市が把握している相談件数の推移と相談

内容についてお伺いしたいと思います。 

○田邊雄三市民課長 相談件数ですけれども、平
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成25年度の数値になりますけれども、140件とい

うふうになっております。 

 相談につきましては、１件当たりの相談にかか

る時間が多いことから、相談員５名で対応してい

るところであります。 

○金兵智則委員 相談員５名で140件、たしか相

談件数もそれほどふえてきているような状況では

なかったと記憶しているところではありますけれ

ども、網走市としても相談員の皆様方の研修の機

会をふやすなど、消費者協会の体制の強化には尽

力していることというふうに思いますけれども、

研修の内容など、どのようなことをされているか

お伺いしたいと思います。 

○田邊雄三市民課長 相談員の研修でありますけ

れども、平成21年度以降につきましては、消費者

庁が進める消費者行政活性化基金を活用しまして、

研修の充実を図っているところであります。 

 研修内容につきましては、国民生活センターで

行われる研修、北海道消費者協会が行う研修とい

うものがありまして、消費者行政等支援セミナー、

消費者相談の研修専門コースなどがありまして、

そういうものに順次相談員に行っていただいて、

研修を重ねてきていただいております。 

○金兵智則委員 研修を進められて、体制強化に

は励んでいただいているというふうに思います。 

 それでも、携帯電話に関すること、ＳＮＳに関

することといったようなことが、最近新たに出て

きた問題なのかと思います。 

 この辺のことに関しても、私は余り得手ではあ

りませんが、やはり年代的に上の年代よりは、若

い世代のほうが圧倒的に得手としているのかなと

いうふうに考えるところであります。 

 消費者協会の方々も、先ほど言われた研修など

で勉強されているというふうに思いますけれども、

体制強化といった意味で、この相談員の方々、若

い世代の方にも協力してもらうといったことも考

えていくべきかというふうに思いますけれども、

その辺の見解についてお伺いしたいというふうに

思います。 

○田邊雄三市民課長 相談員についてですけれど

も、相談員は年齢的には40代の方が１名、50代の

方が１名、60代の方が３名という体制で行ってお

りますけれども、平成27年度からは１名50代の方

が入りまして、60代の方がおやめになるというこ

とになり、若干年齢的には下がるということにな

りますけれども、携帯電話についての消費者被害

につきましては、いろいろ相談員も苦労している

ところでありますけれども、市民課の担当職員、

あとは場合によっては携帯電話会社に行って情報

を得ながら相談をしているところであります。 

○金兵智則委員 今の消費者協会の相談員の方々

も、苦労されて努力されていることと思いますけ

れども、さまざまな、携帯電話に関してはとても

速いスピードでいろいろな機能がふえていったり

しますので、その辺に対しては市も協力して対応

していただきたいというふうに思います。 

 次に、防災についてお伺いをいたします。 

 昨日、発生から４年を経過しました東日本大震

災ですけれども、これを契機に、網走市としても

これまでさまざまな防災対策を強化してきたとい

うのは私も承知してきております。 

 先ほどの質問にもありました、備蓄品の整備で

すとかガイドブックの作成、防災訓練の強化など

が行われていました。 

 先ほど避難施設の環境整備事業のところでトイ

レの洋式化、バリアフリー化の詳細をお伺いした

ところでありますけれども、また津波避難経路整

備事業についてもお伺いしましたが、これらは市

民の方からも意見が多かったと私自身感じており

まして、大きく前進したのかなというふうに思っ

ております。 

 津波避難経路整備事業については、台町に上が

る階段の整備と、藻琴の神社の手すりの整備とい

うことで、先ほども答弁いただいておりましたけ

れども、またそれに加えて津波の避難ビルの指定

も行ってきているというふうに思います。 

 先ほど海岸町地区の方々が向陽に上がるという

ことで、それらの整備については今、要望してい

る最中だということでありましたけれども、今、

台町に上がる階段はこれぐらいの地域の方々が避

難されるということは、多分想定されていると思

いますけれども、この高台に津波の時の避難につ

いて、どの程度の割合の方々の避難の環境整備が

行われたのか、ざっくりで構いません、もし分か

ればお伺いしたいというふうに思います。 

○本間保司総務課参事 いわゆる台町階段への環

境整備ということでございますが、網走市の場合

は今、想定されている津波が、地震発生から約20

分で初期の水面変動が起こるというふうに言われ

ておりますので、いわゆるその水面変動が起こる
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20分以内に、その階段から高台に上がるような形

をとるような利用ということを想定して計画をし

ているところでございます。 

○金兵智則委員 大体20分圏内の方々のための整

備だというような形で理解をさせていただこうと

思いますけども、避難路の整備が行われたという

ことは、大変重要なことなのだと思います。 

 そうなると次は、今ありました20分以内に避難

しなければならないということで、避難時にス

ムーズな行動ができるということが重要になって

くるというふうに思います。 

 そこで、以前から何度か質問させていただいて

おります、避難路の表示板が必要になってくると

いうふうに思います。 

 私がボランティアに伺った宮古市で拝見したと

きから、ぜひとも網走市にも取り入れていただき

たいというふうに思っておりまして、昨年度、前

向きな答弁をいただいておりましたけれども、来

年度、どのようになるのかお伺いしたいというふ

うに思います。 

○本間保司総務課参事 避難誘導看板の設置につ

いてございます。 

 避難誘導看板につきましては、津波から避難す

べき方向を的確にわかりやすく表示することが被

害の軽減につながるものでございますので、また

加えて、歩行者の方、それから車を運転している

方、さらには網走以外からこの網走を訪れている

外国からの観光客の方も含めまして、そういった

方々の皆さんがわかるようなものでなければなら

ないというふうに考えております。 

 そのため、設置箇所あるいはその看板のデザイ

ンなどにつきまして、先進自治体の事例などを参

考にしながら整備の方針を定めながら、進めてま

いりたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 市民の皆さんにとっては、どち

らの方向に行くのかという部分はお分かりになら

れている方も多くいらっしゃるのかなというふう

に思います。 

 私も他市に行ったときに、これはいいなという

ふうに思ったというような事例ですので、その辺、

皆さんがそこにたまたまおられた方々が避難でき

るような、そんな看板にしていただけたらなとい

うふうに思います。 

 次に、生活緊急情報メール配信事業についてお

伺いをいたします。 

 ことしは、何度も発達した低気圧、いわゆる爆

弾低気圧がオホーツク海岸に接近という言葉を耳

にいたしました。 

 道路が通行どめになったり、バス、ハイヤーが

とまるなど大変な状況もありましたけれども、こ

れらの情報はこの情報メールで送られてくるため、

早期の対応が可能となったのは私自身も感じてお

ります。 

 このような状況では、この生活緊急情報メール

配信事業の重要性が、やはりましてきているなと

いうふうに思いますけれども、まず現在の登録者

数についてお伺いしたいというふうに思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 生活緊急メール配信

事業についての登録者の実績についてのお尋ねで

ございますけれども、この事業につきましては平

成25年の６月から登録を始めまして、情報の配信

は７月からということでございます。 

 平成25年度の登録者は725名でございます。 

 １番最初の６月には、353名の登録をいただい

たところです。 

 そのあと、平成26年度につきましては、516名

の登録をいただきまして、現在1,241名が登録を

していただいているという状況でございます。 

○金兵智則委員 徐々にではありますけれども、

ふえてきたなというふうに思います。 

 昨年、私、予算委員会でも述べさせてもらいま

した、高齢者の方々が不得手にしているからなか

なか伸びないのかなというような話もさせていた

だきましたけれども、最近、お話しさせていただ

いた私と同世代の方々に関して、このメール配信

事業をしていることを知らないと、このお話をす

ると私もぜひとも登録しようかなというような人

が多かったということで、このメール配信事業を

登録していただいた方は便利だね、という声も多

く聞かれるところであります。 

 ぜひとも、今後とも登録者数をふやしてほしい

というふうに思いますけれども、今後、登録者数

をふやすための考えについてお伺いしたいという

ふうに思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 今後の登録者の拡大

についてでございますけれども、委員御指摘のと

おり、登録件数について伸び悩んでいるというの

が実態でございます。 

 登録数がふえた月につきましては、暴風雪の情

報や、あるいはクマの出没の情報を丁寧に発信し
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たことが背景にあって、登録がふえたのではない

かというふうに推察をしています。 

 生活に役立つ情報を受信できる点を、さらに周

知をしていきたいというふうに考えていますが、

現在行っているのは広報やホームページなどでの

事業周知と、平成25年９月からは公共施設にポス

ターなども掲示をしています。 

 さらに、農大の新入学生などが転入する時期、

あるいは転勤者が転入する時期については、市民

課の窓口で「あばしり便利ガイドブック」を配布

しますが、それに折り込みのチラシを置いている

ということもございます。 

 さらに、市の老人クラブ連合会などを通じて、

携帯を持っていない高齢者などは、無関係なサー

ビスというふうに考えられているようですけれど

も、これを離れている家族に登録してもらうこと

で、優先電話で災害の情報を得るということもで

きますので、それらのメリットについてももう少

し丁寧に伝えていきたいというふうに考えます。 

○金兵智則委員 周知の方法というのは、なかな

か難しいということは、私自身も理解はしている

ところでありますけれども、この事業はとても役

に立つとてもいい事業だというふうに私自身も

思っておりますので、ぜひとも今後とも積極的な

対応をお願いしたいというふうに思います。 

 次に、国際交流事業についてお伺いいたします。 

 予算的には大きくないものでありますけれども、

今年度、平成26年度と比べますと、若干２、３割

だったと思いますが、減というふうになっており

ます。 

 国際化というのが言われている今、この事業に

ついての現状と認識についてお伺いしたいという

ふうに思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 国際交流に関する基

本的な認識でございますが、本事業は、国際交流

を進めることによって国際社会の一員であること

を自覚し、さまざまな異なる文化を学び理解する

とともに、日本や網走の文化を再確認する機会と

いうことで捉えております。 

 また、さまざまな国や地域との交流によりまし

て、豊かな国際感覚を持った人づくりを進めると

ともに、網走を広く発信し、地域経済の活性化に

向けた情報収集を行い、網走の地域特性を生かし

た地域経済の活性化に展開することも目的の一つ

としております。 

○金兵智則委員 ただいまの答弁は理解をさせて

いただきます。 

 そのとおりだというふうに思います。 

 けれども今、韓国の蔚山とか台湾、それからカ

ナダのポートアルバーニなどは、今後30周年を目

指していくというような状況だと思いますし、以

前はフィンランドや中国の瀋陽というところと交

流があったということも伺っております。 

 グローバル社会、国際化が叫ばれている今、こ

れまでかかわりがあった地域も含めて、これに限

らずというところでありますけれども、今後、こ

の国際交流については、いま一度積極的な対策を

お願いしたいというふうに思いますけれども、今

後、どのようにこの事業を進めていかれるか、考

えについてお伺いしたいというふうに思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 国際交流推進事業の

今後でございますけれども、国際交流推進事業は

姉妹都市交流事業補助金等２つの中事業を持って

ございます。 

 実は、今年度は網走市文化連盟と蔚山広域市南

区文化院との間で、文化・芸術分野の交流協定の

意向書が取り交わされました。 

 これは、子どもの作品展の相互開催から一歩進

展した動きでもあります。 

 また、台湾からは、台北教育大学や平静小学校

などの訪問団に来網をいただき、大学生の作品展

そして子どもたちの流氷まつりでの踊りの披露と

いったことを行っていただいております。 

 また、特に姉妹都市交流につきましては、６年

ぶりになる教育訪問団と11年ぶりになる市民親善

訪問団の受け入れを行ってきております。 

 いずれも、市民団体が中心となって受け入れの

準備を進めていただいておりまして、こうした活

動を通じて市民との交流が広まり、なお一層、網

走との関係が深まっていくことに期待をしてござ

います。 

 今月27日には、隔年で実施をしております少年

少女訪問団として、13名の小中学生をポートアル

バーニ市に派遣することにしております。 

 平成27年度の予算が少し少ないという指摘がご

ざいましたが、平成27年度はこの派遣が行われな

い年であるということがございますので、御理解

をいただきたいというふうに考えております。 

 また、国際交流事業の目的は、各課で共有をし、

さまざまな国や地域の方々に親網走、親日本感情
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を醸成していただき、網走との積極的なかかわり

を持とうとする網走ファンをふやすために、人的

交流、教育文化交流を先導的な事業として実施を

しております。 

 市としましては、市民の主体的で意欲のある取

り組みに対して支援をしていくという姿勢に変わ

りはございません。 

○金兵智則委員 市民主導で進められているもの

が多いということでありますけれども、以前は交

流があったけれども今はないとなると、窓口が１

つなくなってしまうようなこともありますので、

積極的にかかわっていってほしいなというふうに

思います。 

 最後に、おいしいまち網走ＰＲ事業についてお

伺いいたします。 

 この事業は、網走の関心を高め、ふるさと寄附

をしてくれた市外の方に特典を付与するという事

業だというふうに伺っております。 

 説明ではポイント制ということも伺っておりま

すけれども、特典の内容も含めて、もう少し詳し

い内容をお示しいただければというふうに思いま

す。 

○岩永雅浩企画総務部次長 おいしいまち網走Ｐ

Ｒ事業の内容でございますが、まず網走の地場産

品のおいしさや宿泊施設割引のお得感など、おい

しいまち網走の魅力を紹介するウエブ媒体、それ

から紙媒体、これは７ページ立てぐらいになると

思いますけれども、カラ―の、イメージとしては

旅行会社が作成をしているパンフレットのような

ものになります。 

 これを作成し、網走への関心を高めていただく

ことで、市外に在住するふるさと寄附希望者を拡

大し、寄附金額に応じたポイントを特典として付

与するというものでございます。 

 ポイントですけれども、送料含めて50％程度を

還元するということで考えてございます。 

 ＰＲ素材につきましては、多数の地場産品、ウ

エブ媒体には200点程度を記載することができる

というふうに今、交渉しているところです。 

 多くの地場産品や市内限定の宿泊券などを掲載

することとしておりまして、地域のブランド認知

拡大が図られるものと考えております。 

 また、特典をポイント付与とすることで、寄附

後に寄附者がゆっくり選択をする機会、時間が生

まれますし、ポイントを分けて使う、まとめて使

うという選択の自由が生まれるというふうに考え

ております。 

 また、市としましても、地場産品などの在庫状

況にかかわらず、寄附を受け付けることができる

メリットがございますので、機会損失を防ぐこと

ができるというふうに考えてございます。 

 この事業は、７月１日から実施をする予定でご

ざいます。 

○金兵智則委員 はい、理解させていただきます。 

 ポイント制ということで、例えば5,000ポイン

トある人が2,000ポイントと3,000ポイントの景品

をいただけるとか、例えば5,000ポイント持って

いる人がもう１回やって、１万ポイントになった

から１万ポイントの景品がいただけるとか、そう

いった形だというふうに理解をさせていただきた

いというふうに思います。 

 特産品についてなんですけれども、宿泊券です

とか地場産品、ウエブに200品ぐらいということ

でありますけれども、この辺の選定についてはど

のように、もう行われているのか、今後行ってい

くのかお伺いしたいというふうに思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 特典の選考でござい

ますが、この事業の特徴は、いわゆる宿泊割引券

も特典として付与することができるということで

ございますので、そういったホテル旅館業組合の

方たちを初めとした観光業者の方、それから施設

の割引券ということも想定ができますので、拝観

施設の関係者、それから地場産品としましては農

水産物でございますので、物産協会や水産加工協

議会などの関係者から広く募集をしたいというふ

うに思っております。 

 さらに、先行している自治体のお話を聞きます

と、お酒の需要が非常に高いということですので、

地元のビールである網走ビールや、網走のガラス

製品ですとか、そういった特徴のある、ふだんは

なかなか地場産品といいますか、紹介されないよ

うなものも紹介できるという点がメリットとして

あるかなというふうに考えます。 

○金兵智則委員 これからさまざまな関係団体に

協力をいただきながら、選定をしていくというこ

とだと理解をさせていただきますけれども、予算

書の中で、ふるさと寄附基金積立金1,821万1,000

円、平成26年度では16万円だったものが大幅に

アップしているものがあります。 

 これについては、基金に積み立てるということ
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になっていますので、これぐらい寄附金が集まる

ということで想定されているということなのか、

お伺いしたいというふうに思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 寄附額の見込みでご

ざいますが、７月から３月までの９カ月間で

1,800万円を見込んでございます。 

 その算出根拠でございますが、予算編成時にこ

の事業の原資とする基金のうち、使途を指定しな

いものの累計が1,000万円でございました。 

 そのため、９カ月間でこの１カ月間の経費は約

100万円というふうに計算できるかなというふう

に思います。 

 ポイントとして50％還元のため、１カ月の寄附

金額は200万円程度を見込むという計算をさせて

いただきまして、平成27年度の市外在住者からの

寄附は200万円掛ける９カ月で1,800万円というこ

とでございます。 

○金兵智則委員 経費を見込んで、それの倍集め

なければいけないので、９カ月で1,800万だとい

うことですけれども、1,800万円に到達、多けれ

ば多いほうがいいのかなというふうに思いますけ

れども、単純な質問をさせてください。 

 1,800万円の半分、特典が約５割、これについ

て、ちょっと多くもらえれば、１回たしか100万

円以上の方は50万円までということだったので、

例えば200万円も300万円をいただいても50万円と

いうことで、この辺は上下があるのかなというふ

うに思いますけれども、約900万円、今回のＰＲ

網走事業1,011万円の予算が計上されていたと思

いますけども、この中でその900万円分の事業費

も含まれるということで間違いなかったでしょう

か。 

○岩永雅浩企画総務部次長 今、金兵委員がおっ

しゃられた内容で間違いございません。 

○金兵智則委員 1,800万円、ここが最低限の目

標になるのかなというふうに思いますけれども、

昨年度の予算等審査特別委員会では、網走として

はとりあえず特典をつけた寄附金については静観

をするといったような御答弁があったかというふ

うに思います。 

 それが、１年たってやっていきますよというと

ころで、他自治体に関しては、例えば上士幌町な

どが有名かと思いますけれども、結構先行されて

やっている事業でもあるかと思います。 

 この中に割って入って、この目標金額を達成す

るということが必要になってくるのかなというふ

うに思いますけども、ＰＲ方法というのが重要に

なってくるというふうに思いますけども、その辺

の見解についてお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○岩永雅浩企画総務部次長 これまでの姿勢と若

干変わったのではないかという御指摘ですけれど

も、さきの議会の中でも、特典導入のメリットと

デメリットについて研究をして、慎重に対応する

という答弁をさせていただいておりますが、まず

デメリットにつきましては、当初考えたのは事務

的な負担が非常に大きいということです。 

 紋別市に聞きますと、１人の職員を専任で配置

をしなければならないほどの事務量があること。 

 それからもう１つは、提供できる商品が限定さ

れていたわけです。 

 数点ということが多かったわけですけれども、

そのために特典合戦が加熱すると、地元の地場産

品であっても一部のものしか動かないといった実

態があるというお話も聞いておりましたので、そ

れがいいのかといったことがありました。 

 今回のシステムといいますか仕組みで考えます

と、先ほど申し上げたとおり地元のかなりの地場

産品を網羅できるということと、これにかかわる

事務については全て委託業者が担うということで、

担当している企画調整課の職員はほぼ、今までと

変わらない事務的な負担しかないということが、

１つ判断にございました。 

 もう１つは、国が新成長戦略の中で、ふるさと

名物の支援を地方再生の目玉にするといった後押

しもあったというのも、１つでございます。 

○金兵智則委員 理解させていただきます。 

 私としては、１年でも早くやっていただきた

かった事業でありますので、ぜひとも積極的な展

開をお願いしたいというふうに思いますけども、

例えばメディアとのタイアップでのＰＲ方法、今

後のＰＲについて最後に御答弁いただければとい

うふうに思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 ＰＲの方法ですが、

先ほど申し上げたＰＲの素材につきましては、委

託先がホームページを作成いたします。 

 さらに、ダイジェスト版としてのカタログの作

成をしていただいて、寄附を希望する方に紙媒体

の素材をお送りするとともに、ウエブ媒体では

もっとたくさんの商品をごらんになれますよとい
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う御案内をしていただくことになっておりますの

で、そこを通じて全国の方にお知らせしたいとい

うふうに思いますし、おいしいまち網走の事業に

つきましては、ふるさと応援隊推進事業ともあわ

せて実施をしていこうと思っております。 

 全国にいる網走と縁のある方を通じて、この制

度についても周知をしてまいりたいというふうに

考えます。 

○金兵智則委員 ぜひともたくさんの寄附が集ま

るよう期待して、私の質問を終わりたいと思いま

す。 

○渡部眞美委員長 ここで暫時休憩をいたします。 

午前11時10分休憩 

午前11時18分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行いたします。 

 挙手願います。 

○平賀貴幸委員 それでは、私からも質問をさせ

ていただきます。 

 最初に財政の関係についてでありますが、昨年

の各会計決算審査特別委員会の中で金兵議員から

指摘がございまして、剰余金の基金への積み立て

についてでありますが、今回条例として適切に対

応がなされたというふうな認識をしております。 

 法にのっとった対応がこれまでとられていな

かった部分があったということが、今回の条例制

定で適正化されるということは望ましいことであ

りますし、素早い対応を含めてここは評価をした

いというふうに思います。 

 今後も、適切な財政運営に努めていただきたい

と思います。 

 さて、財政運営と言えば、やはり市民と直接関

係のある行政改革について触れていかなければな

らないと思います。 

 この行財政改革は、大場市長の時代から進めら

れてきたものでありまして、網走市の財政は依然

として厳しいものの、公債費は順調に減少し、一

般会計における黒字決算も続けられている現状に

ございます。 

 一方で、人口減少社会が本格化をし、今後の人

口減少のペースはこれまでよりも早まることは、

統計上明らかであります。 

 そういった状況を踏まえると、網走市役所とい

う団体の雇用というものは、網走で最も大きな経

済的な影響を与えるものであるということも過言

ではないのだろうと思います。 

 市中経済に与える影響が大きいことから、この

行財政改革の進め方と人口減少への対策というの

は、一定程度あわせて考える必要が必然的にある

のだというふうに思います。 

 行政改革は、網走市が支出する経費の削減が基

本になるというものであると思いますので、市内

の経済にはどうしてもマイナスの影響を及ぼすも

のであります。 

 また、これまではこの影響がどの程度あるのか

ということを試算を行わずに行革を進めてきたと

いうふうに思っておりますけれども、第３次行政

改革推進計画になって、人件費に初めて手をつけ

たというのは御承知のとおりであります。 

 だからこそ、地域経済に与える影響を試算し、

その裏打ちとなる経済活性化策を目標値をもって

展開することが必要だと、これまでも指摘をして

きたところであります。 

 特に、人口減少率が高まる今後については、人

口減少による消費額の減少も大きくなってまいり

ます。 

 だからこそ、今後も行革を進めるとするならば、

人件費の削減というのは決して上策とは言えず、

可能な限り抑制すべきだというふうに考えるとこ

ろであります。 

 もしも行うとするならば、市中経済に与える影

響を一定程度試算した上で、目標を定めた経済対

策をあわせて実施していく必要がやはり生じます。 

 こうしたことを踏まえて、今後の行革に対する

見通しと考え方を改めて明らかにしていただきた

いと思います。 

○小松広典職員課長 人件費削減と消費額減少の

影響に関する御質問でございますけれども、財政

収支見通しの中で、今後どのような収支バランス

となるかにもよりますけれども、解消策について

はこれから考えることとなります。 

 現時点では、白紙の状況であるというところで

ございます。 

 もし何らかの手を打たなければならないとして

も、今のところ人件費の削減ありきという考えは

持っていないところでございます。 

○平賀貴幸委員 まだこれからの検討であります。 

 現時点で、人件費の削減の考え方は持っていな

いという答弁でありますが、これからはまだ状況
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を見ないとわからないということであります。 

 私からは、この点については質問としてはこれ

までになるのですけれども、基本的には人口減少

への対策ということを考えると、できる限り職員

の人件費を抑制せずに行財政運営の改革を進めて

いただきたいということを改めて申し上げたいと

思います。 

 次に、予算資料の36ページにあります、男女共

同参画プランについて伺ってまいります。 

 人口減少社会が本格的に到来したからこそます

ます重要になるのが、男女共同参画の考え方とそ

れに伴う事業の遂行であると思います。 

 これは、明らかに地域戦略に組み入れて考えて

いくべきものでありまして、総合戦略等の中にも

しっかり取り入れられるべきものであることを、

まずは述べておきたいと思います。 

 さて、最初に、男女共同参画プランの推進状況

と今後の見通し及び来年度の事業展開について、

どのような考え方があるのか確認をしたいと思い

ます。 

○岩永雅浩企画総務部次長 男女共同参画プラン

推進管理事業につきまして、進捗状況と今後の考

え方でございますが、市では、市民委員10名で組

織をする男女共同参画プラン推進会議を設置し、

網走市の男女共同参画社会を実現するために、第

２次男女共同参画プランの総合的な推進を図って

まいりました。 

 女性の生き方を尊重することを基本とする人権

の確立とともに、人口減少社会を見据えた女性の

能力活用や、労働力確保が社会的な要請となって

おります。 

 家庭、地域、職場での啓発や制度の見直しは、

女性自身の自覚とともに男性の理解と協力がなけ

れば実現ができないわけですが、女性が政治的、

経済的、社会的、そして文化的に力をつけていく

ことが重要だというふうに考えております。 

 小学生のときからさまざまな取り組みが行われ

てきたこと、事業所への働きかけを進めてきたこ

と、広報での特別枠での周知などが男性の理解を

深めてきた要因ではないかというふうに考えてお

りますが、大変地道ではありますが、そのような

取り組みを今後も引き続き進めていきたいという

ふうに考えております。 

 特に、最近では、地域に密着したコミュニテ

ィービジネスに取り組む女性たちがふえておりま

して、これも、これまでの地道な取り組みの成果

ではないかというふうに考えております。 

 男女共同参画社会は、男女がともにあらゆる分

野に参画し、ともに責任を分かち合い、自分自身

の理想を実現する道筋を発見し、全ての人々が自

分自身の可能性に挑戦できる社会というふうに言

われております。 

 市では、仕事と生活地域活動の両立に向けた支

援や、政策方針決定の場への参画、子育て支援、

ひとり親家庭支援など、多くの現代的課題の解決

に向けた取り組みを、今後も地道に進めていきた

いというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 取り組み状況は、確認をさせて

いただきました。 

 あらゆる市の政策、あるいは民間の活動の中に

男女共同参画の理念が浸透していくということが

大切だと思いますので、引き続き事業の遂行に当

たっていただきたいと思います。 

 また、市長の公約にも女性職員の大幅な増加が

うたわれているところであります。 

 このことは、女性の管理職の割合の増加への取

り組みとあわせて、方向性としては歓迎すべきこ

とだというふうに思っております。 

 やはり、網走市という組織体は、民間の見本と

なりながら、政策誘導をしていくという必要があ

りまして、男女共同参画を意識した政策的展開が

必要だというふうに考えますが、男女共同参画プ

ランとこうした市長公約との関連性はどう考えて

いるのか、確認をしたいと思います。 

○小松広典職員課長 男女共同参画プランと市長

の政策提言の関連性についての質問でございます

けれども、男女共同参画プランでは、家庭、職場、

地域社会における男女共同参画の推進を目標の一

つとし、その方向性として、市の女性職員の採用

拡大や職域拡大、能力に応じた管理職への登用に

努めると策定しているところでございます。 

 今期の市長の政策提言の中で、市職員の女性の

割合を2040年までには50％程度を目指すという目

標により、男女共同参画プランとの関連性が得ら

れるようになったと認識しているところでござい

ます。 

 当然、職員の採用や管理職への登用は、能力の

実証に基づくものであり、恣意的に女性を採用ま

たは昇格することができるものではございません

が、そこを目標とすることにより、優秀な女性に



－ 15 － 

多数受験していただくことで女性職員の割合がふ

えることにより、将来的に女性管理職の登用もふ

えるものと考えております。 

○平賀貴幸委員 女性管理職の登用増加は、将来

的な目標ということになるのだと思いますが、そ

こもしっかりと視点としてあるのだという認識は

共有できましたので、ぜひ積極的な取り組みをし

ていただきたいと思います。 

 この議場の理事者席に女性が今いない状況です

から、この状況が変わることを改めて望むもので

あります。 

 また、市長の市政執行方針の中には、女性の人

口の偏りを是正するためには、雇用機会を創出す

ることが不可欠となっているというふうに述べら

れたところであります。 

 しかし、御承知のとおり、これだけではなかな

か十分ではないのも考え方としてはあるのだと思

います。 

 少なくとも、女性が働くことができる環境をつ

くるためには、女性に対する支援はもちろんであ

りますが、男性が積極的に育児や家事にかかわる

ことが可能な環境を育むということが不可欠であ

ります。 

 ここは、政策的な誘導がどうしても必要となっ

てまいる部分であります。 

 民間の見本となるべく、網走市役所内部及び外

部の企業や地域に対して、どのような政策展開を

今後行う考えなのか明らかにされたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 男性の子育てや家事

参加に関するお尋ねですけれども、先ほどお答え

したとおり、市民委員で組織をする推進会議では、

年２回会議を開いて、第２次プランの推進状況の

点検、評価を行っていただいております。 

 その中で、プランの３つの基本目標に沿って、

さまざまな部局で取り組みが行われていることが

確認をされております。 

 男性の子育てや家事参加の促進を図るものとし

て、推進会議の編集による「ひゅーら」を毎月掲

載するほか、広報、啓発活動の充実を図るという

基本目標の中では、社会教育課では、男女共同参

画プラン推進協議会と共催をして「暮らしいきい

きフォーラム」を開催しております。 

 ことしは、市民大学とも共催をして開催をして

いるところでございます。また、図書館での男女

共同参画コーナーの常設を継続して実施をしてお

ります。また、家庭における男女平等教育の推進

では、健康管理課において「ハローベビークラ

ブ」による父親になる前からの両親教育、地域子

育て支援センターでの講演会などを実施している

ほか、社会教育課では、参加対象を父親に限定し

た家庭教育学級を開催しているところでございま

す。 

 このほかに、学校や社会における男女平等教育

の推進、性の尊重や母性の重要性の浸透に関する

取り組み、家庭、職場、地域社会における男女共

同参画の促進、多様なライフスタイルを可能にす

る環境の整備などに、地道ではありますけれども、

着実に取り組みを進めていきたいというふうに考

えております。 

○平賀貴幸委員 取り組み状況については、理解

をさせていただきました。 

 残っているのは、まだまだ地域の部分ももちろ

んですが、企業としての考え方なのだと思います。 

 そのことは、また経済部でも伺っていかなけれ

ばいけないのだろうと思っておりますけれども、

やはり企業戦略として、女性が働き続けられるほ

うが有用なのだということが、しっかり伝わって

いくということを理解されるということが重要だ

と思いますので、ぜひ引き続き取り組みをしてい

ただきたいというふうに思います。 

 また、これらのことは、若年者の人口流出防止

や人口定着の取り組みにも通じるものがあると考

えるところであります。 

 以前から、私も年齢層を一定程度絞った取り組

み、支援が必要であることを指摘させていただい

ているところでありますが、来年度の予算を見る

と、現在のところ、はっきりとした事業が実施さ

れているとは言えないのかなと捉えているところ

であります。 

 やはり、人口減少に一定程度の歯どめをかける

ためには、労働人口の減少と子どもを産み育てる

ことが行いやすい年代の流出に対する歯どめをか

けることが必要なのだと思います。そのための対

策がやはり必要であります。 

 先進自治体を見ますと、家賃の補助や通勤費用

の補助、あるいは土地の取得や住宅建築の補助な

どの事業を展開しております。 

 これは、こうした年齢層の方々の所得が低いの

にもかかわらず、どうしても生活コストが高くな

るということに対する対策としての側面も持ち合
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わせております。 

 また、ここに使った税は、後に地域での消費や、

あるいは固定資産税などの形で、結果的に行政に

戻ってくることになるという考え方をしておりま

して、決して税を無駄に投資するわけではないと

いうことが、これまで事業を実施している自治体

の報告などにより明らかになっているところであ

ります。 

 網走市では、これまでこうした特定の年齢層に

対する支援は積極的ではなかったという認識を

持っておりますが、今後の展開はどう考えてい

らっしゃるのか見解を伺いたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 子育て世代への財政

的な支援を含めた総合的な取り組みということで

ございますが、委員がおっしゃるとおり、人の流

れを変えて女性人口の偏りを是正するということ

は簡単ではないというふうに認識をしております。 

 その実現のために、出生率や乳幼児の救命率の

向上、住まいや医療、教育など、出産から育児ま

で切れ目のない子育て環境の充実は、欠かすこと

ができない政策だというふうにも理解をしており

ます。 

 人口減少を食いとめるには至っておりませんけ

れども、当市の合計特殊出生率は1.59と全国・全

道の平均を上回っておりまして、これは先ほど申

し上げたような出産、育児に関する施策や、医療、

健康に着目した施策、女性の仕事と家庭の両立支

援に取り組んできた成果が反映されているのでは

ないかとも考えてございます。 

 また今後ですが、国では少子化危機突破のため

の緊急対策の柱として、１つには子育て支援、そ

して２つには働き方改革をより一層強化するとい

うふうにしております。また、３つ目に結婚、妊

娠、出産支援を追加して推進するというふうにも

しておりますので、特に、追加された結婚、妊娠、

出産支援は全国展開をするとされております。 

 新婚世帯に対する財政面の支援が検討されてい

ることに、注目をしていきたいというふうに考え

ております。また、委員おっしゃるように、ナ

ショナルミニマムとして整備されるものは別とし

ても、市としましては、特定世帯に対して家賃補

助や住宅取得時の現金給付などによる個別支援を

行う考えはございませんが、地域社会での子育て

支援体制の整備、母子保健医療体制の充実、教育

への経済負担の軽減などに取り組んでいくことと

しております。 

○平賀貴幸委員 国あるいは道としての対策、そ

ういったものはぜひ積極的に活用していただきた

いと思います。 

 朝、街頭に立っていると、網走市内に入って来

る車のほうがやはり多いなというのをよく感じま

す。 

 そこにどんな年代がいるのかというのを見てい

ると、やはり若い世代の方々が、相当数運転され

て網走のまちに入って来るのだというのを肌で感

じているところであります。 

 この方々が、なぜ網走に住まないのかというこ

とを、やはりもう少し調査をしていかなければい

けないのだろうと思います。 

 率直に、通勤をしてでも生活のコストに差があ

るから網走の外から通って来るということが、恐

らく理由なのだろうと私は思っていますが、その

辺はどのような認識をお持ちでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 網走市外から通勤あ

るいは通学をされている方々につきましては、委

員がおっしゃるような理由で通われている方もい

らっしゃると思いますが、その理由につきまして

はかなり多様であるというふうに考えておりまし

て、大変申し訳ありませんが、企画調整課として

それらについての調査などをしたことはございま

せんので、実態については承知をしていないとい

うのが実態でございます。 

○平賀貴幸委員 ここは恐らく経済部の所管にな

るので、また改めてそのときに伺おうと思います

が、恐らくそういった部分での基礎調査が必要で、

本当に先ほど申し上げたような、家賃の補助だと

かそういうものが必要ないのかどうか詳細に調査

をした上で政策判断をする必要がある状況に、今、

多分私は人口の減少を含めてあるのだろうと思っ

ておりますので、そこはまた改めての議論にさせ

ていただきたいと思います。 

 次に、指定管理者制度について、全般に対して

伺わせていただきます。 

 個別のものというよりは、全般に対してですの

で総務のところで伺わせていただきますが、指定

管理者制度につきましては、代表質問における答

弁にもありましたように、コストありきではない

のだという理解を私もしておりますし、民間の活

力を導入することで住民サービスがさらに向上す

る、あるいは施設の利用者数も含めて伸びていく
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など、満足度が高まるという観点から取り組まれ

る事業であると認識をするところであります。 

 こうした観点で見たときに、網走市における指

定管理者制度の運用はどう捉えているのか、まず

は伺いたいと思います。 

 あわせて、指定管理者として独自の事業やサー

ビスを展開し、その結果、住民満足度を向上させ

るとともに利用者数の増加に転じているという評

価ができる施設というのは、どのようなものがあ

るのか伺いたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 基本的な認識という

ことでございます。 

 代表質問でお答えしたとおりなのですが、指定

管理者制度によって運営される施設につきまして

は、経営状況を勘案して作成する仕様書に基づい

て、民間事業者が持つ能力やノウハウを幅広く活

用し、市民サービスの向上が図れると判断される

事業所を選考しております。 

 先ほど御確認のあったように、安易な経費削減

が目的ではないということは、民主市民ネットと

共通の認識であるというふうに考えております。 

 市では、平成17年度の制度導入後10年が経過を

しようとしておりますけれども、指定管理者によ

る施設運営の適正化については、選考委員会など

で評価をしており、その中では施設運営の専門性

もさらに高まり、施設管理者としての責任を果た

されているというふうに考えております。 

 民間の活力を導入することで、施設は有効に活

用され、活性化も図られているという認識でござ

いまして、独自のサービスを行っている施設の特

徴的なところで言いますと、コミュニティセン

ターなどがそれに当たるのではないかというふう

に考えてございます。 

○平賀貴幸委員 徐々に改善されている部分もあ

るのだろうと思っております。 

 独自の事業を展開し、少しでも利用の増加や市

民の満足度を高めるということが、指定管理者の

本来のあり方だと思いますし、それこそが民間活

力の導入なのだと思います。 

 そこの部分を全体的に把握するということが、

私は必要なのだろうという観点で今回質問をさせ

ていただきたいと思っているのですが、やはり全

体の指定管理者の状況を見るというセクションが

必要なのだろうと思います。 

 これまでは、恐らく各部で所管しておりますの

で各部課で見ていたというふうに思いますが、以

前、第三者評価が必要だということを申し上げた

ことに通じる部分もあるのですけれども、やはり

住民サービスの向上に資する事業をどの程度行っ

ていて、それがほかの部で所管している指定管理

者と比較したときに、果たして適切なのだろうか、

もっと努力する余地はないのだろうかということ

を客観的に見る必要があるのだと思います。 

 また、そこで働いている方々も当然いらっしゃ

るわけです。 

 その方々がワーキングプアに陥ったりしてはい

けないのだと思いますし、何らかの理由で離職を

されるということは一定程度やむを得ないのです

けれども、離職率が果たして各施設どうなってい

て、極端に高いところはないのか、もしあるとす

れば、そこの理由はなぜなのかということを総合

的に判断をし、修正すべきところは修正していく

ということが必要なのだと思います。 

 どうしても、そういったことをやれる部署が今

はないようなイメージを持っているのですが、ど

のようにお考えなのかということをまず伺いたい

と思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 総合的に見る部署の

必要性についてでございますけれども、そのよう

な全体的な判断、総合的な判断につきましては、

庁内組織でございますけれども、選定委員会の中

で各部局が所管する指定管理者についての情報共

有を図っております。 

 また、管理体制についても、その中で意見交換

が行われているというふうに認識をしております。 

○平賀貴幸委員 行われているということでした

が、その辺の状況を公開するかどうかというのは

いろいろ考え方があると思いますが、できるだけ

そこを明らかにしていく方向、もしくは指定管理

者間同士でも共有をしながら修正していける方向

に持っていく必要があると思います。 

 基本的には、自助努力するべきものだと思いま

すが、ただ、ほかの指定管理者の状況はどうなっ

ているかわからなければ、なかなか自分のところ

のほうが頑張っているのだとか、自分のところは

もう少し努力しなければいけないのだという認識

が持てない部分もあると思うのですけれども、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 改善点の施設間での

共有ということでございますけれども、選定委員
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会に参加をしている当該部局から、指定管理者に

対しても情報提供がなされているというふうに考

えておりますので、その中で共有をできるものと

いうふうに考えております。 

 また、情報公開につきましては、全ての情報を

一般的に公開できるというものではございません

けれども、可能な限り公開していくということを

これまでも御答弁しておりますので、その姿勢に

ついては変わりはございません。 

○平賀貴幸委員 理解をいたしました。 

 適正に進めていただければと思います。 

 また、公開の観点で言いますと、先ほど仕様書

というお話がありましたけれども、やはり仕様書

というのは、ホームページで公開されているのが

望ましいのだと思います。 

 他市を見ていると、仕様書が公開されている所

がほとんどだという認識を持っております。 

 これはなぜかと言うと、利用する市民の側に

とってもどういう考え方で運営されるのかがわか

りやすいからということと、これから指定管理者

を目指していこうとか、挑戦してみようというと

ころが、どういうことをすればいいのかがわかり

やすいからという観点もあるのだと思いますが、

網走市の対応は修正されたのかなとも思っていま

すが、今のところどうなっているのか現状を確認

させていただければと思います。 

○渡部眞美委員長 答弁調整のため、暫時休憩を

いたします。 

午前11時45分休憩 

午前11時47分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 平賀委員に対する答弁から。 

○岩永雅浩企画総務部次長 情報の公開について、

仕様書の公開ですけれども、公募によって選考し

ている指定管理者の仕様書につきましては、全て

ホームページ上で公開をしている状況でございま

す。 

○平賀貴幸委員 以前、たしか公開されていな

かったと思っていましたので確認をさせていただ

きましたが、公開されているということで認識を

いたしました。 

 今後は、公募していないところも含めて公開し

ていく必要があると思います。 

 特に不都合はないと思いますので、ぜひ進めて

いただければと思います。 

 次に、施設の管理面について確認をさせていた

だきますが、市の施設には当然、地下に埋設型の

燃料タンクなどが設置されているようなものがあ

ります。 

 昨年、民間の施設の地下埋設タンクから燃料流

出事故があったのは記憶に新しいところでありま

して、市が直接運営する施設については、直接点

検や整備を法令や市の内部規則に従って実施され

ていると思いますし、一定の規模を超えるものに

は有資格者を置いて管理しなければならない法律

になっていますから、それを選定し、管理に当

たっているというふうに認識をしています。 

 これについては、指定管理者についても当然同

様なのですけれども、指定管理者である以上、そ

の管理は市ではなくて指定管理者に委ねられてい

ることになるのだろうと認識をしています。 

 それらが確実に行われていなければならず、法

定点検をしなければならない施設、あるいはそこ

に有資格者を置かなければならない施設というの

は、当然市内にも指定管理者になっているところ

もあると思うのですけれども、それらの施設の現

状はどのようになっているのかまず伺いたいと思

います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 御指摘のあった地下

タンクについてでございますが、地下にタンクを

設置している施設は、総合体育館を初め５カ所と

なっております。 

 確認したところ、いずれも法定点検が実施をさ

れているという状況でございます。 

○平賀貴幸委員 法定点検が実施されているとい

うことを、確認をさせていただきました。 

 必要な管理者を置かなければならないのも、た

しか規模が大きくなればあったと思うのですが、

その辺の管理者の選定も行われているという認識

でよろしいでしょうか。 

○渡部眞美委員長 答弁調整のため、暫時休憩を

いたします。 

午前11時49分休憩 

午前11時51分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 平賀委員に対する答弁から。 

○岩永雅浩企画総務部次長 法定点検に係る有資

格者の関係ですが、施設によりましては施設にい



－ 19 － 

らっしゃる有資格者が点検するケース、それと外

部の業者に点検を委託するというケースで、個別

で違っているということでございます。 

○平賀貴幸委員 個別で違っているということで、

理解をさせていただきました。 

 このことはあくまでも確認でありまして、同様

の事故がやはり市の施設からあってはいけないの

で、どのようになっているかの確認をさせていた

だきました。 

 引き続き、適正な運営に努めていただければと

思います。 

 続いて、予算説明書の36ページにあります、市

民活動推進事業について伺いたいと思います。 

 市民団体との協働は、少子高齢化、あるいは人

口減少が進めばますます多くなってくる、ふえて

くるものだと思います。 

 また、昨日の代表質問にもありましたけれども、

高齢者ふれあいの家など運営に変化が生まれるよ

うな所も種々出てきたり、ＮＰＯ法人の活動など

もさまざまな形で変化をしてくる、必要性も変

わってくるという認識を持っています。 

 そういったところで、市民団体との協働という

のが、これからさらに進められるというふうに思

いますが、ＮＰＯ促進法ができてから10年が経過

をしました。 

 北海道には、協働のルールをつくるための指針

や手引き等が存在していて、北見市にもそういっ

たものがあるのだということは、以前も質疑の中

で申し上げた点がございます。 

 やはり、市民団体との協働のルールというのは、

関与が多くなればなるほど必要になるものであり

まして、さまざまな問題が起こらないように、あ

るいは市民の側が主体的に市にかかわっていける

ように、一定程度目安を定めておくということが

これからは必要だというふうに思います。 

 市民団体との協働のルールづくりを何らかの形

で実施する必要があると思いますが、どのような

考え方をお持ちなのか伺いたいと思います。 

○田邊雄三市民課長 市民団体との協働のルール

づくりですけれども、市民、市民活動団体との協

働は、まちづくりの一つの手段と認識しておりま

す。 

 共通の目的のため、責任と役割を共有分担し、

ともに働いて成果を共有する。 

 この協働を進めるための基盤、しやすさという

点において、協働を推進する指針や計画を策定す

る自治体があるというふうに認識をしております。 

○渡部眞美委員長 平賀委員の質疑の途中でござ

いますが、ここで昼食のため休憩をいたします。 

 再開は午後１時といたします。 

午前11時55分休憩 

午後１時00分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き再開をいた

します。 

 平賀委員の質疑を続行いたします。 

○平賀貴幸委員 それでは質疑を続けさせていた

だきます。 

 先ほどの質問に対する答弁の中で、市民団体と

の協働のルールづくりの方向性をどうしていくの

かという答弁がなかったものですから、改めて、

それはどのように考えているのか伺いたいと思い

ます。 

○田邊雄三市民課長 当市の協働の推進の方向性

については、市総合計画の基本構想、基本計画、

第３次行革推進計画の３つの計画の中で、協働の

取り組み、推進の方向性を定めております。 

 その中で、市総合計画基本構想では、協働の仕

組みづくりとして、市民団体と市がそれぞれの役

割り分担を明確にし、対等な立場で互いに協力し

ながら、それぞれの持つ特性を最大限に発揮でき

るような仕組みをつくることが必要とし、そのた

めに、１つ目に協働を行うための庁内体制の整備、

２つ目に市民団体からの意見を反映しながら、実

践的な仕組みづくりを進めるとしているところで

す。 

 今後も総合計画の２つの取り組みについて実践

できる方策を検討し、指針の策定を含めて検討し

ていきたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 指針の策定を含めて検討という

ことで前向きに答弁をいただきました。 

 外向けの指針というのももちろんそうですが、

職員向けに手引きをつくっている自治体もありま

す。 

 指針と職員の対応の手引きですが、それらが

セットで進められることが基本的には望ましい、

もしくは先んじて手引きを作っていくという方法

もあるのだと思いますが、その辺の考え方につい

てはどうでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 市民、市民団体と協働の取

り組みを進めていくのは職員となりますので、職
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員向けの協働のマニュアル、指針は検討の対象と

して検討したいと思っております。 

○平賀貴幸委員 ぜひできるだけ早い時期の策定

を望みたいと思いますし、でき上がったものはぜ

ひ公開をしていただければ、市民もそれを見てど

のような形で市に対して話を持っていけばいいの

かということが１つの目安、ルールとして定着し

ていくことになり、市と市民団体とのかかわりが

スムーズになるだろうというふうに思いますので、

ぜひ今後の展開のためにも、進めていただきたい

と思います。 

 次に、今年度で終了する事業に入っております

あばしり応援事業ですけれども、これは先日の補

正予算のふるさと応援隊のほうに引き継がれる事

業だと認識をしておりますが、終了ということで

すから取り組みがあったのだと思いますが、どの

ような形で取り組まれて、どのような形で引き継

がれるのか確認させていただきたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 平成26年度で終了い

たしますあばしり応援事業でございますが、本事

業はふるさと寄附条例制定後５カ年が経過をし、

基金のうち、使途を指定しないものの利用方法が

未定であったため、この基金を活用して網走のＰ

Ｒをするだけではなくて、市外の個人や団体に網

走市のＰＲを担っていただき、網走市を応援して

くれる方を拡大しようとするものです。 

 そのことによって交流人口の拡大を図ろうとす

るものですが、その波及効果として、ふるさと寄

附の拡大も図ろうといたしました。 

 具体的な取り組みといたしましては、１つには

個人向けとして、市からオリジナル切手と絵ハガ

キのセット、名刺、これは７施設の無料入館券を

５名分ということになっておりますので、35枚を

送付をいたしまして、口コミなどで網走のＰＲを

要請するというものでございます。 

 もう１つは、事業者向けとして、店内に卓上の

ぼりや認定証を置かせていただき、かわりに市の

ホームページでは協力店を紹介するというもので

ございます。 

 ＰＲ素材とするオリジナル切手の作成には、著

作権を初め、切手の図柄に対する制約が多く、予

想以上の時間を要しました。 

 セブンミュージアム関連のほか、網走の自然景

観をモチーフとした10種類の図柄による切手シー

トと、絵ハガキセットが完成をしたところでござ

います。 

 このようなオリジナル切手シートの作成事例は、

日本郵便株式会社への問い合わせでは情報が得ら

れませんでしたが、ホームページの検索では、青

森県深浦市が平成23年に作成したものが自治体初

と紹介をされております。 

 正確な確認はできておりませんけれども、道内

での取り組みは初めてではないかと思われますの

で、その希少価値のＰＲも含めて、ふるさと応援

人の拡大を図ってまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 私も同じように調べてみました

ら、やはり道内で初めて自治体で作る切手だとい

うふうに思います。 

 さまざまな形でのメディアとのタイアップ含め

て、ぜひ事業を進めていただきたいと思います。 

 この事業は予想以上に時間がかかり、結局今年

度は準備に終わった感があり、次の事業に引き継

がれる、これはこれで手法、結果的には手法だと

思います。 

 政策実施のときは、事前の調査準備はやはり大

事だなというふうに改めてそこは思いますが、大

事なのは実施されることだというふうに思ってい

ます。 

 東京網走会などからの問い合わせも、恐らく市

にもあったでしょうし、私のところにも結構な数

が寄せられておりまして、期待されている事業で

もありますから、ぜひ来年度、この事業は積極的

に新たな形ででき上がったものを活用して進めて

いただきたいと思います。 

 最後に、市の情報セキュリティーの観点で、簡

単にですが質問をさせていただきます。 

 先日、議会運営委員会の中でも話があったんで

すが、情報セキュリティーを高めるために、ＵＳ

Ｂの使用を基本的には一般の、個人の所有のもの

は認めないだとか、そういった方向性があるとい

うふうに伺いました。 

 ほかにも恐らく情報セキュリティー強化をされ

たと思いますが、セキュリティーの問題ですから

全てこういうセキュリティーをやっていますとい

うのはなかなか公開できないですけれども、差し

支えない範囲で、情報セキュリティーがどのよう

に強化されているのかをまず伺えればと思います。 

○川田昌弘企画総務部長 情報セキュリティーに

関してですけれども、今、庁舎内の電算システム

ネットワークのセキュリティー対策につきまして
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は、対外部との接続に関しては、ファイアウォー

ルの設定でありますとか、ゲートウェイ対策によ

る制御、それから各クライアントに導入している、

いわゆるウイルスソフトによるチェック体制と

いったことで、複数の体制でセキュリティー対策

をしているというところです。 

 ただ近年、報道にも見られますように、本人が

気づかないうちに、いわゆる不正ソフトでありま

すとか迷惑ソフトがインストールされてしまった

り、あるいはＵＳＢメモリーを介した情報漏えい

などの事故というのが報道で見られますように、

こうした外部デバイスによる事故を未然に防ぐと

いう目的で、今回、資産管理、いわゆるＩＴの資

産を管理するソフトを導入したというところでご

ざいます。 

 資産管理システムの主な機能としては、まず１

つには、今言ったＩＴの機械の管理ということで、

そのパソコンの仕様、どういったスペックを持っ

ているかといったそういった仕様の詳細であると

か、インストールされているプログラム、ソフト

ウエアの情報を自動取得できるといったことであ

りますとか、ＵＳＢデバイスの制御、それからパ

ソコンのログ管理ということで、このパソコンが

どういった操作をされているかという記録を取る

といったこともできます。 

 それから、リモートによって操作支援を行う。 

 例えば、操作の仕方がわからないとか、何かト

ラブルが起きたときに、電算室からその機械に入

り込んで、当然本人の承諾を得てですけれども、

そういった操作を画面を見ながら遠隔操作でやっ

ていくといった、そういったソフトを導入したと

ころであります。 

 その一環として今回、外部デバイスの制御とい

うことが１つの要素としてそういったことがある

ということ、全体としてはパッケージで導入した

ということであります。 

○平賀貴幸委員 資産管理ソフトを含めて、概要

は理解をさせていただきました。 

 特に、外部からの不正アクセスの防止という観

点が今後ますます重要になってくると思いますの

で、その辺の運用は適切にやっていただきたいと

思いますが、一方で今おっしゃられた外部デバイ

スの問題というのがどうしても出てくると思いま

す。 

 １つには、やはりその使用頻度としてＵＳＢメ

モリーが高くなってきている状況があります。 

 揮発性メモリーが使われる頻度が高いので、そ

こをまず制限するという対策を一時的になされた

と思います。 

 古くはフロッピーディスクなどが外部デバイス

して使われていて、そこから感染をするというこ

ともあったわけでありますが、その間で起こった

ことはＤＶＤやＣＤ－ＲＯＭなどからの感染とい

うのも当然あったわけです。 

 今は、ＤＶＤやＣＤ－ＲＯＭを使って外部デバ

イスとして使用する頻度下がったとはいえ、現状

ＵＳＢメモリーが基本的には個人用は禁止された

となると、どうしても大容量のデータを持ち歩く

際に使うことも出てくるのかなと思っております。 

 そうすると、ＵＳＢメモリーと記録媒体として

の性質は基本的には同じものですから、セキュリ

ティー上はやはり問題があるということなので、

本来であればクラウドを使ってその中にデータを

置いておく、あるいはメールで送信をする、もし

くはインターネットのサーバー経由で大容量の

データを特定の場所に保存しておいてダウンロー

ドするというような仕組みでないと、本来の情報

セキュリティーは保てないですけれども、その辺

についてはどのようにお考えでしょうか。 

○川田昌弘企画総務部長 ＵＳＢデバイスの制御

については、それまでは私物であったり、外部持

ち込みを問わず規制をしていなかったということ

で、例えば紛失があっても、それすらもわからな

い状況があったと。 

 また、情報漏えい事故があっても、その対象と

なった情報がどういう情報だったかということさ

えもわからなかったのが、今までの実態でござい

ます。 

 そうしたことから、全部が全部禁止するという

のは事務処理上、非常に不都合が生じる。 

 例えば金融機関とのやりとりというのは、いま

だにフロッピーディスクでやりとりをしている状

況があります。 

 ですから、外部デバイスを全部外すというのは、

禁止するというのは非常に難しいということで、

今回は私物のＵＳＢは一切だめと。 

 そのかわり各課で所属長が所管管理する中で、

各課に対象本数のＵＳＢメモリーを、セキュリテ

ィーのパスワードを持ったＵＳＢデバイスを各課

に配置して、もしデータの移動が必要であればそ
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のＵＳＢデバイスを使って移動させてくださいと

いう状況で、すべてがだめということではありま

せん。 

 あくまで私物だとか、いわゆる今ＵＳＢの部分

でいけば、携帯電話なんかもメモリ機能がありま

すので、携帯電話に情報を取るということも可能

になってきますので、そういったことはやめるよ

うにということで、これの効果としてはそういっ

たその情報漏えいを防ぐということも１つありま

すが、大きくは職員のセキュリティーの意識の向

上を高めるということが大きな目的の１つでもあ

ります。 

○平賀貴幸委員 そのあたりは状況を見ながら進

めていただければと思いますが、今おっしゃった

とおり、セキュリティーに意識を高めるというこ

とが第一には必要ですので、その辺状況を見なが

らやっていただきたいと思います。 

 ただ、揮発性メモリーは、突然データが消える

ということがかなりの頻度で実はあるメモリーで

ありますから、その辺大事なデータが喪失すると

いうことが無いような管理含めて、バックアップ

体制もしっかり整えていただければと思います。 

 私の質問は、これで終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○山田俊美委員 私のほうから、２つほど質問し

たいと思います。 

 まず１点目は、地域おこし協力隊活用事業につ

いて質問いたします。 

 本事業は、国の地域おこし協力隊制度により、

３大都市圏などから網走で活躍、活動する隊員を

募集し、地域おこし協力隊として活動してもらう

ことになっていますが、まず地域おこし協力隊と

いうものはどのようなものでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 地域おこし協力隊の

事業内容でございますが、本事業は国の地域おこ

し協力隊制度を活用し、網走市で活動する地域お

こし協力隊員を３大都市圏から１名募集するもの

でございます。 

 天都山展望台・オホーツク流氷館に協力隊員を

配置し、増加傾向にある外国人観光客、特に中国

圏のお客様への案内対応や、施設のＰＲ活動など

の業務に従事をしていただくということで、計画

をしてございます。 

○山田俊美委員 今、網走市の地域おこし協力隊

の募集要項についてお話があったと思いますが、

１名募集して、流氷館で活動してもらうというこ

とのようですが、地域おこし協力隊について、国

の総務省のホームページを見たところ、対象にな

る自治体が過疎とか山村、離島、半島とか条件不

利地域が対象となると書いてありますが、網走市

が恐らくこれに該当するかどうか庁舎で検討され、

該当するということになったと思いますが、この

事業は市が該当となったというのは、この文書の

文面を見ただけではわからなかったのですが、ど

のような感じで対象になったでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 網走市が、３大都市

圏に限られて募集をしなければならないという部

分につきましては、地域おこし協力隊員の地域要

件というものが定められておりまして、網走市は

離島でもなくということで、この３大都市圏から

のみ募集ができるというふうに定められておりま

す。 

○山田俊美委員 いずれにしても対象になり、網

走市を応援する人がこの地域に来てくれるという

ことは望ましいことであります。 

 そこで本年度562万円の予算でありますけれど

も、協力隊の活動期間はおおむね１年から３年と

ありますが、今回網走市ではどのような期間の予

定をしているのでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 今年度、予算を要求

しました561万6,000円でございますけれども、隊

員１年間の給与並びに活動費等の費用、それに加

えて募集を行うわけですけれども、これを委託に

よって行おうとしております。 

 それにかかる経費、さらに委託先が、協力隊員

が慣れない地域で孤立しないようにフォローアッ

プをするということをしていただきますので、そ

れにかかる経費ということで、総額は561万6,000

円、１年間分ということでございます。 

○山田俊美委員 今、概要はわかりましたけれど

も、まず１年間をするということのようでありま

すが、この隊員の方は、中身を見ますといずれ網

走に住居を移し、そしてそこで住む。その後は網

走に残って、網走の住民になるという可能性のあ

る方ではないかと思うのですが、それを目標にや

られているのでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 山田委員おっしゃる

とおり、協力隊員につきましては１年以上、概ね

３年までということで期間が決められております

が、最終的には都会から網走のほうへ移住をして
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いただく、そして定住をしていただいて起業して

いただくというのがこの制度の趣旨でございます

ので、そのような考え方で取り組みを進めたいと

考えます。 

○山田俊美委員 わかりました。 

 今の答弁の中で、就職をするという考え方では

なく、この方は起業をしてもらうと、網走を応援

するような企業、会社のようなものを立ち上げて

もらうというような感じでよろしいでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 協力隊員任期の後の

対応ですけれども、先ほど申し上げましたフォ

ローアップをしていただく事業者につきましては、

協力隊員との訪問面談によって、３年後の計画に

ついての動機づけなどもすることになっておりま

すので、それらの活動を通して、事業所の紹介で

すとか、そういうことがなされるというふうに聞

いております。 

○山田俊美委員 今、おおよそ地域おこし協力隊

で来てもらう方の将来の方向性もわかりました。 

 この事業は、場合によってはすごく有効な事業

であるというふうに思われますが、国では平成28

年を目標として3,000人と書かれていますが、こ

れは繰り返し使える事業なのでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 繰り返しの事業活用

ですけれども、Ａさんを３年、そのあとさらにＡ

さんをもう１年、２年ということは基本的に認め

られておりません。 

 ただし、別の方を募集をして同様の事業に携

わっていただくということについては、支障がな

いというふうにお聞きしています。 

○山田俊美委員 今おっしゃったとおり、非常に

有効であると思われますので、ぜひ１回で終わら

ないで、続けてできるような形にしてほしいなと

思います。 

 それから１つ、募集形態の中で委託によって募

集をするということになったとおっしゃったんで

すけれども、募集の関係で私もちょっと危惧した

んですけれども、なかなか集まらないのではない

かなというふうな気がしました。 

 ホームページ等を見ますと、募集をして、各自

治体の給与関係を比較しながらきて、比較してい

いところに移るということも書いてありましたの

で、この辺の対策、給与とかそういったものは全

国一律なのかどうかもわかりませんが、条件面で

ひょっとしてばらばらで、高い安いはいろいろあ

るのかなと思うのですが、その辺いかがでしょう

か。 

○岩永雅浩企画総務部次長 雇用の条件面で任地

を選ぶということはあるのかということでござい

ますけれども、基本的に給与につきましては、国

の特別交付税で上限200万円というふうにされて

おります。 

 また、活動費等につきましても上限200万円と

いうことで、交付税措置がされるということに

なっておりますので、それほど大きな差が生じる

というふうには先行の自治体からはお聞きしてい

ませんが、若干の給与などの差があることについ

ては事実だというふうに認識しております。 

○山田俊美委員 わかりました。 

 給与的な差はないから、競争的には平等である

と。ただ本人が、どの地域に行って活躍するのが

自分にとって１番いいかというところが１つの選

定の要件になるのかと思います。 

 委託先のことを先ほど言いましたが、どこに委

託するかわかりませんけども、独自で募集する方

法論はないわけではなく、ほかの地域ではホーム

ページ等、あるいは我がまちでは今年からいろい

ろ観光プロモーションに力を入れているようです

から、そのときに一緒にできるような形もあると

思うのですが、その点についてはいかがでしょう

か。 

○岩永雅浩企画総務部次長 既存のさまざまな関

連部局との事業連携ということだというふうに思

いますが、先ほど御説明を申し上げましたあばし

り応援隊の事業なども含めて、ＰＲには努めてま

いりたいと思いますし、募集は委託をしますけれ

ども、市のホームページでももちろん周知をして

いきたいというふうに考えております。 

○山田俊美委員 わかりました。 

 この事業についてはぜひ進めてほしいなと、で

きれば続けてできるような形にしてほしいという

ふうに思っています。 

 たまたまきょうの新聞に、オホーツク管内の滝

上町が協力隊員２人を募集しているというふうに

載っていました。 

 各地でこのようなことをどんどん取り組むよう

になってきているようで、平成21年度から始まっ

ているようですけれども、その頃は89名の隊員が

いましたが、現在、平成25年度では978名とどん

どんふえているようです。 
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 当市は過疎ではありませんが、そういうことも

いずれなる可能性もないとも言えませんので、地

方から若者が来る政策としては有効なので行って

ほしいと思います。 

 そこでもう１つ質問ですが、国の政策の中で、

人口をふやすというような形の制度、このように

似たような制度というのはあるかどうかわかりま

せんが、そういったことは研究したことがあるの

か、なければよろしいですが、あるのかないのか

を含めてありますか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 国の制度と言います

か、この後当市でも地方版の総合戦略を策定する

わけですけれども、それについては交流人口の増

加であったり、網走からの流出を防ぐといった取

り組みをしなければなりません。 

 そこのところで、各省庁を横断して相談に乗っ

ていただける、コンシェルジュという制度がござ

います。 

 これについては当市も、選任を申請しておりま

して、先日結果がまいりましたが、幸いなことに

環境省の方から網走を指名して、コンシェルジュ

に就任したいということの申し出がありましたの

で、大変ありがたいことだというふうに考えてお

ります。 

○山田俊美委員 わかりました。 

 そういったことで、常にまちが潤うという言い

方は変ですが、まちにとって有利なものはぜひ

やっていっていただきたいと思います。 

 今回、地域おこし協力隊、ぜひ成功していただ

きますように願いまして、地域おこし協力隊の質

問は、この程度で終わります。 

 次に、町内会連合会活動支援補助金という事業

が新規でありますけれども、「町内会連合会が取

り組む町内会活動の理解と、加入促進を図る事業

支援」とあり、町内会連合会に対しての補助金事

業であります。 

 本事業は新規事業として町内会連合会補助金を

出して、市民に対して啓発を行うとするものだと

推測しますが、町内会連合会の啓発をしなければ

ならないぞ、というような市のこの考え方はどの

ような背景にあるのでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 この事業の経緯と事業の目

的になりますけれども、地域自治、まちづくりの

主体となる町内会は、地域での役員の担い手不足

から町内会の解散、町内会が何をしているのかわ

からない、無くても困らないなどから、町内会へ

の未加入、未組織地域があり、また解散となる

ケースもあるというふうに町内会連合会のほうで

は分析をしています。 

 このことは市としても、今後も市民とともに進

めていくまちづくりのさまざまな施策の実施に影

響が出ると考えているところです。 

 このことから、平成26年度より町内会連合会と

課題検討会議を開催しているところですが、取り

組めるものは個々に実施していく方向としている

ところです。 

 平成27年度からの取り組みとして、町内会、市

町内会連合会、地区連単位町内会が何をしている

のか、どのようなことをしていくのかを知っても

らい、町内会への加入・設立、役員・行事などへ

の協力の理解を図っていくこととし、その対策事

業に市は補助する計画としたものであります。 

○山田俊美委員 今おっしゃったように、町内会

連合会、町内会はわかるんですけど、連合会は何

をしているかということも確かにわからない方が

非常に多いということです。 

 町内会としても、町内会単位でも連合会がどの

ようなことをしているかわからないという形で、

加入率もちょっと低迷しているというふうに思い

ます。 

 そこで、町内会連合会に加入している町内会・

自治会は、みんなで親睦を深めたり、よりよい地

域づくりを目指して活動しているというふうに思

いますが、その中の活動には、交通安全とかお年

寄りとの懇談会、各行事が活発に行われていると

ころはあります。 

 町内の情報や市のお知らせ、あるいは町内会の

回覧を通じて、地域協働の社会をつくっていると

いうふうに思いますが、それからもう１つは、連

絡網で顔の見える伝達なので、お年寄りの声かけ

運動も連合会を中心としてやっているというふう

に思われています。 

 そこで、町内会連合会の活動の中のホームペー

ジの中に、花いっぱい運動やまちづくりふれあい

懇談会など、市民が町並みの美しさを演出する場

やまちづくりを直接行政に要望する場もあり、地

域住民の直接の声を伝える大事な組織であるとい

うふうに思います。 

 であるにもかかわらず、平成26年11月の町内会

連合会のホームページを見ますと、世帯加入率が
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63.8％で、総単位町内会数は212というふうに書

かれています。 

 ただ、総単位町内会数の212は連合会に加入し

ているんですけども、一般の町内会から残りの

36.2％は町内会を、連合会を理解してないという

ようなこともありますが、これをさらに上げてい

くには今回の啓発運動もあるのですが、そのほか

に何か有効な手だてはないのかなと思うんですけ

ども、その辺は市が考えることではないかもしれ

ませんが、その辺はお考えがあるでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 町内会に未加入の主な要因

ですけれども、町内会に未加入世帯の加入促進が

課題というふうに町内会連合会では考えておりま

す。 

 アパートなど、官公署官舎の未加入が多く、市

民係の窓口で転入時期にパンフレット等の配布、

単位町内会と町連の役員が連携して加入の取り組

みをしていますけれども、加入への関心が低い。 

 町内会自体がない未組織地区・空白地区を組織

化する課題というのがありまして、市内約6,600

世帯が今入っていない方がいますので、そこのと

ころは、先ほど言ったように加入するメリットが

ない、無くても困らないというところがあります

ので、今回、支援事業の補助金で、町内会連合会

が行う町内会連合会・各町内会の取り組みを知ら

せる年１回の広報誌の発行と、町内会活動に参加

してもらうためのハンドブックの作成と、町内会

長・役員の研修会を開催するという事業を主な補

助の対象にしております。 

 そういったことで、そういう啓発をしながら、

こういう長い取り組みをしながら、加入率を上げ

ていこうという考えの１つであります。 

○山田俊美委員 わかりました。 

 町内会活動は本当は自主的な活動でありますけ

れども、やはり後押しを市がやっていただけるこ

とによって、少しずつ加入率も上がると思います

ので、ぜひ応援していっていただきたいと思いま

す。 

 そして先ほど言ったように、加入率の低い部分

はアパートというのは確かに問題点があるかもし

れません。 

 アパートに住んでいる方は、案外入っていない

方がいますし、転勤があるといったいろいろなこ

との条件で入らないケースがあります。 

 それでも、そのような方も入ってもらうような

取り組み、これは町内会連合会でいろいろと考え

なければならないことでありますけれども、その

点も市としても後押ししていただけるようにお願

いしまして、町内会の、連合会の活動についての

質問を終わります。 

 以上、私の質問を終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○松浦敏司委員 さきの他の委員の質問で、かな

りの部分で重複している部分がありますが、まず

最初に、防災関係で質問したいと思いますが、防

災備品の整備にかかわってですけれども、小中学

校に食料や、資機材などの備蓄整備ということで

答弁があったところです。 

 そこで私が伺いたいのは、東日本大震災で被災

した人たちの声として、１番困ったことは何かと

いう問いに対して、それはトイレだという答えが

１番であったと聞いています。 

 そこで、今回、学校に簡易トイレを設置すると

いう答弁でありましたけれども、簡易トイレと

いってもいろいろありまして、私なんかは、いの

一番に頭に浮かぶのは、建設現場・建築現場など

にある、ああいうものが一般的なイメージとして

あるわけですけれども、具体的にはこの学校に整

備する簡易トイレとはどういったものなのか伺い

ます。 

○本間保司総務課参事 防災備蓄整備事業で整備

いたします簡易トイレでございますが、１セット

で100回の排泄処理が可能な処理袋と処理薬剤が

セットになっているものでございます。 

 それとあわせて、既存の洋式便器、または後ほ

ど申し上げます専用の便座に備えつけることでそ

ういうトイレの用を足していただくということで

ございまして、簡易トイレ、専用便座あわせて間

仕切りとなりますトイレ用パーソナルテント、こ

れをセットにして学校に配備いたします。 

 数量につきましては、先ほど申し上げました簡

易トイレが、小学校におきましては100回処理で

きるものが200セット、それといわゆる専用便座

が10台、それから先ほどもおっしゃいました間仕

切りテントのほか、またトイレットペーパーや紙

オムツ、これについても配備いたします。 

 中学校につきましても、先ほど申し上げました

処理溶剤を含めた簡易トイレを100セット、その

トイレ専用の便座を５台、それから先程申し上げ

た紙オムツ、トイレットペーパー等を配備してお
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ります。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

 それで先日、10日の日の報道を見ていまして、

ちょうど朝のテレビでやっていたのですけれども、

この簡易トイレの中で、被災者の方々が知恵を

絞ってどういう形で救急の対応をしたかという中

で、実は実際にやっていただいたのですけれども、

スーパーの袋を二重に重ねて、そこに新聞紙をき

ざんで入れて、そしてその上に、いわゆる大人用

のオムツを敷いてということで、それをすれば何

とか２、３日は使用できたというようなお話も

あって、それは通常のトイレの便座の中に入れて

用を足すということでありました。 

 こういったことも含めて、とにかく人数は今の

ところ40名ないし50名というような形で想定はし

ていますけれども、そういった知恵もあるのだと

いうことは、ぜひ知っておいていただきたいとい

うふうに思います。 

 この備品については以上であります。 

 次に、冬期の避難所の停電対策についてであり

ますけれども、道内の幾つかの自治体で、冬にそ

ういった震災が起きたということを想定して、体

育館を使って、夜、真っ暗な状況にして、そして

一般の市民に体験をしてもらう、こういう訓練を

しているところがありますけれども、そのような

訓練をする考えはないか伺いたいと思います。 

○本間保司総務課参事 実際に、冬期の避難所の

訓練を行っている道内自治体ということで、近い

場所の例としましては、ことしの１月に北見の日

赤北海道看護大学が主催する形で、大学の屋体を

使った厳冬期避難所展開宿泊演習というものが行

われたという報道を見ております。 

 この演習では、どういったことをやったかとい

うことですが、屋内の避難施設として体育館の中

で実際に、例えばバレーボールの支柱と農業用の

シート等を利用して、大人数が収納可能な暖房完

備型のシェルターを屋内に備え、そこで実際にそ

ういう厳冬期の避難所を体験すると、こういった

ことや、風雪で車内に閉じ込められたような体験

というようなことを行い、そういったもののいろ

いろそういう検証をなされたということでござい

ました。 

 委員のおっしゃいますとおり、冬期の防災訓練

については、積雪寒冷地であります当網走市にお

きましても大変重要なことと思っております。 

 大変重要で有用なことと承知しております。 

 ただ、実施に当たりましては、例えば訓練の参

加人数の確保、あるいは冬場ですので参加する方

の安全の確保、避難先での暖房のとり方等、いろ

いろな課題があるように思っております。 

 また、本年は非常に爆弾低気圧の通過が多く、

防風雪が多い場合にはなかなか訓練の実施日の設

定が難しいといった課題ございますので、この冬

期の防災訓練・避難訓練につきましては、今後と

も引き続き研究してまいりたいというふうに考え

ております。 

○松浦敏司委員 ぜひ、これは実施したほうがい

いというふうに思います。 

 ことしは、今参事がおっしゃったように、この

ような状況でしたから、それを実施するような状

況がある意味なかったかもしれませんけれども、

しかし新年度においてはぜひそういったことを想

定してやる必要があると。 

 今おっしゃいました、車に閉じ込められた場合

の事もさまざまな機材がありまして、それらも

使って実際に車の中に閉じ込められた形をとって、

車のエンジンを切ってどれだけ耐えられるかとい

うこともやって、そしてそれを体感すると、非常

に大事なことだと思います。 

 私も２年前のときに、車の中に閉じ込められた

という恐怖を味わっていますから、そういう点で

は非常にいい取り組みだというふうに思いますの

で、これはぜひ実施の方向で検討していただきた

いと思います。 

 次に、津波避難路整備についてでありますけれ

ども、先ほど川向地域あるいは海岸町から向陽ヶ

丘へのことでは答弁がありました。 

 ほかにも、例えば緑町、あるいは新町、大曲と

いったところでも、いざ津波が起きたときにはど

ういう形でどういうふうに逃げるのかという点の

声も聞こえております。 

 とりわけ緑町の場合は、そこは昨年でしたか、

道営住宅の高い建物があるので、そういったとこ

ろも訓練をしたという話も聞いていますけれども、

この辺、とりわけこの緑町、新町、大曲、この地

域での避難路の計画というのはどうなるのか。そ

して、もしこの計画というふうに立てるとなれば、

どんなふうにいつごろまでに具体化されるのか、

もしわかれば伺いたいと思います。 

○本間保司総務課参事 津波避難路についての御
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質問でございます。 

 緑町地区、新町地区、大曲地区の住民の方の津

波が発生した場合の対応ということでございまし

て、本年度、津波避難計画の地域計画を作成して

おりますので、その中で地域の方々の御意見と

ワークショップ等でいただいた中では、避難経路

と避難方向というものをある程度示した内容で作

成でき次第、皆様方に配布する予定を持っており

ます。 

 また、具体の避難路ということございますが、

緑町のほうは一昨年、背後地が急傾斜地等であり

ますと、なかなか新たな避難路をつくることも難

しい部分ございますので、基本的には既存の道路

等を使っての避難をいただく形になるんですが、

緑町地区につきましては、一昨年、財務局と財務

局宿舎を４棟、津波避難ビルの協定を結んでおり

ますので、間に合わない方についてはそちらのほ

うに避難いただくということを地域の方にはお伝

えしているところでございます。 

 新町地区につきましては、山下通りから旧天都

山市営住宅に登る坂道を上がっていただきまして、

西小学校のほうの避難訓練でもそちらの通路を

使っていますが、そういう形で高台に上がってい

ただくという考え方で周知を図ってまいりたいと

思っております。 

 また大曲につきましては、市道大曲天都山線入

り口、山下通りとＪＲの交差するところ、海抜が

９メートルの地点ですが、そちらを避難目標地点

ということで設定しておりまして、ここの場所に

つきましては、昨年12月に友愛荘のほうと避難所

の利用協定を結ばせていただいておりますので、

そちらのほうの施設利用を含めた形の避難という

ことを、地域の方々へ周知を図ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

 それでもう１つ大きな問題として、過去に網走

でも津波警報が出て、２度ほど避難をしたという

経験を持っています。 

 そのときに起きたのは、実は向陽ヶ丘に上る坂

道で車が渋滞しまったという、ほかにも一部、渋

滞したところがあったというふうにも聞いていま

すけれども、これはさきに車で避難した人たちが

途中で車をとめてしまうと。そして車を離れてし

まうということがあって、結局、後続車が詰まっ

て避難できないということが起きてしまったとい

うことがあります。 

 このようなことが起こらない方策をとらないと、

いざというときにまた同じことを繰り返してしま

うと。いざといったときには、例えば向陽ヶ丘地

区ではどこどこに車を停めてくださいと。そして

それ以外の高台、台町とかあるいは潮見方面に行

く人たちについては、どこどこに車を駐車してく

ださいというような、このことを明確にしておか

ないと同じことが繰り返されるんじゃないかと思

いますが、その辺でのお考えを伺います。 

○大島昌之総務課長 以前、津波警報が出たとき

の状況でございますが、たしか平成17年と平成18

年だったと思います。 

 平成17年のときは、たしか夜８時過ぎぐらいで、

外が見えなかったということもあり、避難は基本

的には順調に行われたのではないかというふうに

思っております。 

 ただ、平成18年のときは昼間でしたので、避難

しながらも、状況を見たい方がいらっしゃったと

いうことで、向陽ヶ丘の坂の途中で車を停めてカ

メラで写したりとかということもあって、渋滞し

たというのは承知をしているところでございます。 

 先ほど参事も申し上げましたが、津波避難計画

のワークショップ等を開催している中で、向陽の

避難路というのは、向陽ヶ丘に向かってスムーズ

に避難させるにはどういう方法があるかという検

討をした中で、いろいろ御意見が出されておりま

して、具体的に警察の方ともお話したこともある

んですけれども、基本的には向陽ヶ丘中央線につ

いては上り一方通行にする形が望ましいだろうと。

降りる場合は、明向大橋を伝って明治のほうにと。 

 ただ、上に上がる道路が、今、申し上げました

ように２本しかないものですから、上のほうにた

まっていくことも考えられると。そうなると、道

路に駐車されると実際住んでいる方たちがとても

支障が出てくるということで、今後ちょっとこれ

は研究してまいりたいと思っているのですが、学

校のグラウンドを臨時の駐車場にして、そこに順

次避難車両を詰めていくと、そのような形でス

ムーズな避難を図るようにしていきたいというふ

うに考えております。 

○松浦敏司委員 はい、私もそうすべきだと思い

ます。 

 たまたま向陽には、桂陽高校や第２中学校もあ

りますし、あるいは逆側の台町方面であれば南ヶ
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丘高校もあるし、あるいは網走小学校といったと

ころもありますので、そういったものをぜひ活用

する必要があるだろうというふうに思います。 

 次に移ります。 

 津波避難計画の推進についてであります。 

 予算が70万ほどついていて、津波避難計画に基

づく避難訓練の実施や、津波避難ビルの指定を行

うというふうにありますが、場所はこの津波避難

ビルの場所と幾つ指定するのか、まず伺いたいと

思います。 

○本間保司総務課参事 津波避難ビルの指定につ

いてでございます。 

 こちらにつきましては、市内の津波避難対象と

なっている区域の中で、先程もおっしゃいました

ように、避難に間に合わない方が垂直避難する場

所ということで、協力いただく建物を考えており

ます。 

 予算の中では、10カ所程度協力いただけるビル

は、例えば協力協定を結びますと当然そういった

表示看板等含めての設置が必要となってまいりま

すので、10カ所程度の指定が図れるような予算を

考えております。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

 それで、どの程度の地震といいますか、今考え

られる最大級の地震を想定しているのだろうとい

うふうに思いますけれども、まず、どういった季

節、夏ならいいですけれども、例えば真冬の流氷

が沖にある時期にそのことを想定したときにはど

んなふうになるだろうと。 

 こういう不安も実はあります。 

 かえって流氷が凶器になるということも考えら

れるので、この津波避難ビルを指定するという点

では、そのことも考える必要があるのではないか

というふうに思いますが、その辺はどのようにお

考えでしょうか。 

○本間保司総務課参事 はい、委員のおっしゃる

とおり、やはり冬場は流氷に覆われるこのまちで

ございますので、物理的な力がどのように働いて

いくのかということは、いろいろと研究をしてい

る機関もございますが、そういった部分で確かに

避難ビルを設置する、指定協力いただく分におき

ましては、国のガイドライン等では、津波の耐震、

地震に対する耐震構造と外部の強度の構造につい

ての検討を図った上で指定を進めるというような

記述もございますので、そういった部分はいろい

ろと考えながら、そういった冬期間の部分につい

ても研究を含めての指定というものを考えてまい

りたいと思っております。 

○松浦敏司委員 東日本大震災を見ても、結局は

建物などが倒壊した多くの要因は、漂流物によっ

てなぎ倒されるということでありましたので、当

市において１番脅威なのは、流氷がまともに津波

に乗ってきたときに、どんな破壊力で建物など、

あるいは人命を奪うのかということも想定に入れ

なければだめだというふうに思いますので、その

辺ぜひしっかりと検討していただきたいというふ

うに思います。 

 次に移ります。 

 職員の関係で伺いたいと思いますが、網走には、

どこの自治体もそうですが、正職員と嘱託職員、

臨時職員というのがおります。 

 現在の網走市の正職員は353人、嘱託職員が85

人、臨時職員が48人というふうになっております

けれども、過去５年ないし６年の中で、この嘱託

あるいは臨時の割合というのはどのようになって

いるか伺います。 

○小松広典職員課長 過去５カ年の臨時・嘱託職

員の構成比率でございますけれども、各年度の４

月１日において、平成22年度が27.6％、平成23年

度が29.6％、平成24年度が26.1％、平成25年度が

27.1％、平成26年度が27.4％でございます。 

○松浦敏司委員 高いときは３割近くまであった

ということであります。 

 これは、年度初めの数字だというふうに思うの

ですが、これより人数が、例えば嘱託はそんなに

変動はないと思いますが、臨時職員で言えば、こ

れより数字がふえることがあったり、あるいは少

なくなったりする時期もあるというふうに思いま

すが、そのことで間違いないでしょうか。 

○小松広典職員課長 委員のおっしゃったとおり、

臨時職員については臨時的または時限的な業務で

ありまして、事業の時期に必要な期間任用するこ

とから、年度の途中で人数が変動しております。 

 先ほどの平成23年度のところは、数字が上がっ

ている部分につきましては、統一地方選挙がござ

いまして、そこの部分で臨時職員が年度をまた

がって在籍していたというところの数字でござい

ます。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

 それで、私たちも実は正職員と嘱託職員の見分
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けはわかりません。 

 臨時職員はある程度、何となくわかるんですけ

れども、それで仕事上の違いというのはどんなふ

うに正職員と嘱託職員ではあるのか伺いたいと思

います。 

○小松広典職員課長 仕事の違いということなん

ですが、１番大きなところは、やはり業務に伴う

責任の程度が異なるというところでございます。 

○松浦敏司委員 多分、その程度だというふうに

思うんですが、例えば、嘱託職員の給与というの

は正職員と比べると相当違いがあるんだろうとい

うふうには思うのですが、一概には言えないと思

うのですけれども、おおよそ月額どのくらいの給

与が支給されているのか伺います。 

○小松広典職員課長 嘱託職員いろいろな職種も

ございまして、いろいろな勤務条件になることに

なりますけれども、まずは１番大きな異なる要素

というのは勤務時間が短いというところでござい

まして、嘱託職員の職種、勤務時間によって異な

りますけれども、14万円から20万円程度の範囲で

ございます。 

○松浦敏司委員 金額的にはわかりましたけれど

も、ただ、私の感じといいますか考えは、本来は

大半が正職員であるべきだと思うのです。 

 この嘱託職員というのは本来、限られた職種、

あるいはそういった形で雇用されるはずだという

ふうに思うのですが、しかし現在、当市において

は85人嘱託職員がいるということでありまして、

私は決して好ましい状況ではないのではないかと、

こんなふうに思うのですが、課長としては非常に

答えづらいと思いますが、この点ではどんなふう

なお考えか伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 嘱託職員の勤務の状況です

けれども、基本的に正職員の勤務時間に比して勤

務時間が短いというところがございますので、そ

の要件に合った仕事だと認識しております。 

○松浦敏司委員 なかなか答えづらいとは思うの

です。 

 勤務時間が短いといっても、何時間も違うかと

いえばそうでもないというふうに思いますし、そ

ういう点では、やはり私は嘱託職員というのは、

本来的には一定の年数を過ぎれば正職員にしても

いいのではないかというふうな考えを持っている

１人です。 

 嘱託職員についてはこの程度にしておきます。 

 次に、臨時職員について伺いますが、雇用期間

はどのように設定されているのか、まず伺いたい

と思います。 

○小松広典職員課長 臨時職員の雇用期間につき

ましては、基本的に臨時的または時限的な業務が

発生したところで任用することになりますので、

その事業の期間、時期に合わせた形での任用とな

ります。 

○松浦敏司委員 臨時職員というのは、最長１年

というふうになっているというふうに思うんです

けれども、現在は多くは３ヶ月を基本にしている

のではないかというふうに思うのですが、その辺

はどのようになっていますか。 

○小松広典職員課長 臨時職員の任用期間ですけ

れども、近年、臨時職員の配置先における事業が

短期間ということもございまして、それで短いと

いうことが主な理由となっております。 

○松浦敏司委員 私の思いは、この間、行政改革

が行われてきて、今、第３次の状況になっていま

すけれども、こういう中で、市財政が大変だとい

うこともあって、これまで比較的６ヶ月あるいは

１年近い臨時職員というのがいたのですけれども、

それを細分化して、できるだけ支出を抑えるとい

うような関係から、こういった形で３ヶ月を基本

にした形の雇用というのは出てきたのだろうとい

うふうに思います。 

 ほかに以前、網走の臨時職員をやった方や、ほ

かの振興局やあるいは開発局だとかというところ

で臨時職員を経験した人のお話を伺うと、やっぱ

りできれば長く、１ヶ月でも２ヶ月でも長く勤め

たいという声です。 

 そういう中であっても、こういう形で臨時職員

として共稼ぎなどしながら生活をしているという

ふうに思うのですけれども、私が言いたいのは、

結局、嘱託職員がたくさんいたり、臨時職員がた

くさんいるということは、賃金という点からすれ

ば低賃金で働くということになります。 

 先ほど嘱託職員で14万から20万程度ということ

でありますから、決して高い給料とは言えないと

いうふうに思うんです。 

 結局、結果として官製のワーキングプアをつ

くっているということにつながってしまうのだろ

うというふうに思うのです。 

 先ほど、指定管理者制度についてのお話もあり

ましたけれども、これらについても結果として官
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から民へ、民間でできることは民間にとは言うけ

れども、そのことによって民間の労働者の中で賃

金の格差が生まれていているということも現実に

起きているわけです。 

 そういう意味では、格差がどんどん広がってい

くということにつながるという点では、やはりこ

の指定管理者制度についても、ほどほどにしない

と大変だなというふうに私は思うのです。 

 そして結果として、ワーキングプアの人たち、

あるいはそれに近い人たちがふえることによって、

お金の循環が小さくなっていくということにもつ

ながるので、そういう意味では、こういった臨時

職員、嘱託職員のあり方というのを、ぜひ今後の

中でしっかりと検討していっていただきたいとい

うふうに思います。 

○渡部眞美委員長 松浦委員の質疑の途中であり

ますが、ここで暫時休憩をいたします。 

午後２時06分休憩 

午後２時16分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き再開をいた

します。 

 松浦委員の質疑を続行いたします。 

○松浦敏司委員 最後に、固定資産税にかかわっ

て聞きたいと思います。 

 予算説明書の中にもありますが、前年度を16億

6,700万円、今年度は16億2,400万円というような

予算を組んでいますが、マイナス4,300万円とい

うのはどのような要因からなっているのか伺いま

す。 

○児玉卓巳税務課長 平成27年度の固定資産税の

当初予算と前年度との対比の関係でございます。 

 平成27年度の固定資産税につきましては、３年

に１度の評価替えの基準年度に当たっておりまし

て、土地、家屋それぞれの評価額の見直しを行う

こととなります。 

 これによりまして、土地につきましては市街地

を中心とした地価下落の傾向が続いていること、

家屋につきましては評価替えによりまして立て直

す費用、再建築の費用は基準としては上昇してお

りますものの、既存の建物につきましては３年間

の経年減価という減額がございますので、まず既

存家屋については減少となること。 

 さらに新築の着工件数の伸び率で言いますと、

平成26年中の着工件数は前年に比べて若干落ちて

いること。 

 これらのことから、全体として平成26年度の当

初予算に対して、減額となってございます。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

 昨年の当委員会での質疑の中で、平成25年度と

平成26年度との対比で、平成26年度が4,100万円

ほどふえているとの要因として、消費税増税が昨

年４月実施が決まっていたために、駆け込みで建

物が建設されたという見方と、具体的に影響があ

らわれるのは平成27年度以降になるだろうという

答弁でありましたが、そこで伺いますけれども、

平成26年度に何か新たな大きな動きはあったので

しょうか、伺います。 

○児玉卓巳税務課長 消費税増税の前後で新築・

増築等の建物の経過がございました。 

 新築・増築含めた建物の件数のこの３年間の経

緯としましては、平成24年が123棟、平成25年が

139棟、対前年度で13％の増となりましたが、逆

に平成26年につきましては115棟、対前年度は17

％の減となりました。 

 これにつきましては、昨年４月の消費税増税に

対する駆け込みの需要と反動といった部分も、要

素としてはあろうかと思われます。 

 平成26年は、このように建物自体は新築・増築

は若干減少という傾向がございまして、さらに例

えば、非木造の大規模なビル等が、新たな建築完

成というものはございませんでした。 

○松浦敏司委員 とは言っても、平成26年中には

でき上がらなかったけれども、今、遊興施設だと

か宿泊施設というようなことの建設が始まってい

るというようなこともあると思いますが、これら

は多分来年、平成28年１月１日の段階でもし出来

あがっていれば、それは固定資産税に反映される

というふうに思うのですが、それは間違いないで

しょうか。 

○児玉卓巳税務課長 委員のおっしゃるとおり、

平成27年中に完成した建物につきましては、来年

度、平成28年度からの課税の対象となります。 

○松浦敏司委員 遊興施設が市民にとってどの程

度いいものかどうか、私はああいった遊びをしな

いのでわかりませんが、ギャンブル依存症になら

ないように願うところです。 

 こういった経済状況、いわゆる労働者の賃金も

下がったままという状況の中で、ことし、平成27

年のうちに、いわゆる新築とかそういった形で動

きがこれまで以上に出る要素があるのかどうか、
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その辺はどんな見通しを持っていますか。 

○児玉卓巳税務課長 根拠となる数値はございま

せんが、今までの新築・増築等の家屋の傾向、景

気動向等を考えますと、平成27年中に新たに今ま

でよりも多い傾向として、新築あるいは大規模な

増築というのは考えにくいのではないかと思って

おります。 

○松浦敏司委員 はい、私も同感であります。 

 そこで、固定資産税の滞納が一定程度あり、担

当の課も滞納を一掃するための努力をなされてい

て、平成26年度で言えば、見込みですけれども、

97.5ということで、しかし残りについては滞納と

して残っているわけでありますけれども、これは

どのような理由で滞納になっているのか、さらに

は回収についてはどのようになっているのか伺い

ます。 

○児玉卓巳税務課長 未納・滞納の理由でござい

ますが、大きな部分としましては非木造のある程

度規模の大きな建物、ビル等を所有している事業

者、あるいは個人事業主の方、こういった方の中

で、例えばですけども、観光関係ですとか商業関

係等で事業の不振等から来る未納・滞納が金額的

にやはり大きな比率を占めるということとなりま

す。 

 そして、未納・滞納分に対する徴収の部分でご

ざいますけれども、納税する資力、財産等がある

場合には、当然ですがきちんと調査をした上で、

最終的には滞納処分という差押えですとか、裁判

等での競売等の場合については交付要求という形

で滞納処分を実施しております。 

 その一方で、そういったことをする資力自体が

非常に乏しい、生活が非常に苦しい、あるいは財

産があるのですが、それ以上に多額の債務があっ

て、そういった配当を要求したとしても、民間の

債務のほうに優先されて返済にまわってこないと

いう、税のほうにはまだ入ってこないという方に

ついては、個々の状況をきちんと把握、相談を受

けた上で執行の停止もあわせて行うという形で徴

収をしております。 

○松浦敏司委員 適切な方法で対応していただき

たいというふうに思います。 

 固定資産税の増収ということを考えてみますと、

やはり景気の回復というのがどうしても必要だと

いうふうに思うんです。 

 そして、こういった住宅にしても、あらゆる事

業者にしても投資できるというような環境にない

と、固定資産税の増収というのは図れないという

ふうに思います。 

 そういう意味では、今、アベノミクスというこ

とで、安倍首相は鼻息が荒いわけですけど、しか

し、現実にはこのアベノミクスで起きていること

というのは、円安、株高ということを強引に政策

的にやっているということで、特定の企業、輸出

大企業などとか、あるいは大資産家といった人た

ちは大変な利益を上げているということになって

います。 

 しかし一方では、アベノミクスによって、円安

によって、さまざまな私たちの日常の食料品を初

め、いろいろなものが大幅に物価が上がっている

と。そして例えば、年金者もたくさんいらっしゃ

いますけれども、年金はどんどん下がると。そし

て年金のマクロスライド制も導入するなどという

ような話もあったり、結局はアベノミクスによっ

て庶民や中小企業といったところは全く潤わない

どころか、暮らしが日々大変になる、営業も大変

になるというのが現状だというふうに思うのです。 

 そういう意味では、やはり国自体が政策として

特定の企業だけでなく、中小業者もしっかりと食

べていけるような政策をとっていく、そして中小

企業で働く労働者も賃金が上がるような、そう

いった政策をとらないと、こういった固定資産税

に反映するような動きにはなかなかならない、こ

ういうことになるのだろうというふうに思います。 

 そういう点では、１自治体だけではなかなか解

決する問題がありませんけれども、水谷市長もぜ

ひ市民が潤うような政策をとっていただいて、１

日も早く景気回復するような形になるように、私

も努力をしたいなというふうに思っております。 

 以上で質問を終わります。 

○佐々木玲子委員 私からは、４件ほど予定をし

ていたのですが、これまでの議員がそれぞれ質問

されましたので、重ならなかった部分１件だけ質

問させていただきたいと思います。 

 職員研修費なんですけれども、一般研修費だけ

でも593万4,000円、職員研修費としては 793万

5,000円という金額が計上されております。 

 これは決して予算の中で少ない金額ではないと

思います。 

 これまであった職員研修に関しましては、何点

か今までも何度か質問をしながら、提言もしてき
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た部分もありますので、今現在の今年度の職員研

修の内容というのを具体的にお伺いしたいと思い

ます。 

○小松広典職員課長 職員研修費のうち、一般研

修の内容についての御質問でございますけれども、

職員の研修につきましては、網走市職員研修基本

計画にのっとり、階層別研修、特別研修、派遣研

修の３つに分類し実施しているところでございま

す。 

 一般研修の具体的な中身でございますが、本年

度予定されている研修につきましては、新規採用

直後に４日間、ビジネスマナー、ロジカルシンキ

ング、ビジネス文書作成と要訳演習を実施する新

規採用職員ビジネス基礎研修、それから新規採用

６ヶ月後に前年度採用された職員と合同で１日間、

内発的動機形成と、先輩から後輩に経験を伝承す

る職場風土を醸成することを目的としたキャリア

デザイン研修、それから採用後５年以上の職員を

対象とし、２日間、政策形成能力養成の基礎編と

して実施する３次職員研修、それから係長職に対

して、２日間、リーダーシップの発揮やマネジメ

ント、また効果的指導方法を習得する監督者研修、

それから２つ目の特別研修としましては、接遇能

力と意識向上を図るため、１日間実施している接

遇向上研修、それから採用３ヶ月後をめどに２日

間、庶務的な実務や地方公務員として基本となる

法令解説を行う基礎実務研修、それから採用後６

ヶ月以内に２日間、網走市の基幹産業である農業

経験する農業実習、それから尊い命を救うために

半日間、ＡＥＤの使用方法や心肺蘇生の方法を習

得する救急救命講習、それからメンタルヘルスに

対して、正しい知識を職員が共通の認識を得るた

めのメンタルヘルスセミナーを実施しております。 

 ３つ目の派遣研修としては、外部への派遣研修

として、地方行政に関する調査・研究を希望する

職員からテーマを公募し、選考委員会で選考し派

遣する一般派遣研修、実務能力の開発を目的とし、

公募制とし、選考により派遣する所属別派遣研修、

社会福祉主事の認定を受けるため、２ヶ月間派遣

する社会福祉主事認定研修を実施しております。 

 なお３次職員研修につきましては、これまで大

空町との定住自立圏共生ビジョン現役職員合同研

修として実施しているところでございます。 

○佐々木玲子委員 詳しく教えていただきたいと

いうことで、今までも研修はいろいろやっている

なとアバウトに見てきていたものですから、どん

なことをやっているのか詳しく聞かせていただき

ました。ありがとうございます。 

 いろいろとやはり、単に一般研修と言っても、

どんなことをやっているいのかと。私も議員とし

ては長いですが、詳しく聞くことがないまま過ぎ

てしまったものですから確認をさせていただきま

した。 

 そういう中身を聞いていますと、やはり今まで

私自身が、本当は民間企業への研修ができればい

いのではないかとずっと思い続けて提案したこと

もありましたけれども、これだけいろいろさまざ

まな接遇も含めて、そしてその入職後、期間期間

でさまざまなテーマで研修をし、また公募制を

もって、こんな勉強したいということをみずから

名乗り出て勉強するという意欲を持った職員の研

修も行われているということで、非常に内容的に

は本当に信頼できる内容ではないかなと、改めて

伺って安心をいたしました。 

 それで、職員研修というものをやっている中で、

なかなか成果というのは、はかりずらいものとは

思いますけれども、担当課として職員の皆さんに

研修をした成果というのが何か見えるものがある

ようでしたら伺ってみたいと思うんですが、その

辺はいかがでしょうか。 

○小松広典職員課長 研修の効果についての御質

問でございますけれども、研修の効果測定につい

ては、研修の内容によっては評価できない研修も

ございますが、研修内容受講者に再確認する意味

で、事後アンケートやレポートの提出を求めるこ

とにより、実施しているところでございます。 

 平成23年度から実施している接遇向上研修を例

にとりますと、近年の職員の応接態度に対する市

民からの改善要望件数が減少しているところから

も、効果があらわれていると認識しておりますし、

今後も続けることにより、庁内全体が共通の認識

として意識向上につながるものと考えております。 

○佐々木玲子委員 やはりなかなか成果というも

のが、特に一般企業と違って利益が出る事業でな

いだけに難しいと思いますけれども、やはりその

ような、例えば市民の皆さんからの反応などがあ

る意味成果として受けとめていいのではないかな

と。 

 最近、私も非常にうれしかったのは、先日、役

所に相談ごとがあって行ったときに、非常に丁寧
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にわかりやすく説明をしてくれて安心して帰って

これた、というような話を時々聞くことが多く

なってきました。 

 私自身も、自分自身のプライベートな用事で窓

口へ行きますと、本当に、１つのことに対して気

配りのある対応をしてくださる職員の方が見えて

きたなと。以前はなかなか見えずらかったなと、

私の感じ方ですけれども、そういうこともあって、

この職員研修というものがどういう内容かによっ

て、職員の皆さんも本当に希望を持って、志を

持って、職員として入庁してくると思うのですけ

れども、その気持ちがそのまま活かされて、さら

にその使命を感じて、市民の皆様へ自分たちが

しっかりと行政サービスをお届けするんだという、

そしてやりがいを感じて本当に市の職員になって

よかったなと、そう思ってもらえるような、やは

り職場環境を造成していくことも行政側の非常に

大事なことであると思いますので、この職員研修

に関しましては、またこれからもさまざまやらな

ければいけないことが、課題もあると思います。 

 例えば、先ほど男女共同参画に出てきました、

女性の管理職が今現在はゼロ人。 

 私が議員になった当初は、１人がこれから管理

職になるということで、昨年退職しましたけれど

も、50人ぐらい座っていらっしゃるこの理事者側

の席に１人は女性がおりました。 

 その次に続く方がいるのかなと楽しみにしてい

たんですが、財政改革の面で、職員の募集も非常

に厳しい状況の中で、職員の募集をしばらくの間

できていなかったということもあり、今現在、市

長の方針もあって、女性の職員をなるべく多く採

るようにということから、女性の職員も非常にき

らきら輝く笑顔で頑張ってくれている方も目にと

まりますので、これからこの職員研修が活かされ

て、これからの女性管理職も誕生してくるのかな

と、そういう希望が見えてきたなということを申

し上げまして、職員研修をしっかりまたこれから

も継続していただきたいということを申し上げま

して、質問を終了いたします。 

○渡部眞美委員長 次。 

○古都宣裕委員 私からも何点か質問させていた

だきます。 

 重複した部分は割愛させていただきます。 

 早速ですが、津波避難経路整備事業について御

質問します。 

 こちらは３年ほど前、私が質問した箇所につい

ての整備ということですけれども、道の土地にか

かっているということでなかなかすぐは難しいと

いう話が、３年ほど経って今なったことに対して、

皆さんの御苦労を思うと大変感慨深いところがあ

ります。 

 種々議論いただいたところですので端的にお伺

いします。 

 こちらは避難路ということで、冬期除雪等しっ

かりと行われた上で、こちらの維持管理のほうが

どのようになっているかという部分だけお伺いい

たします。 

○本間保司総務課参事 いわゆる台町階段という

部分の避難路の管理でございますが、現状としま

しても市のほうで冬場を含めた管理を行っており

ます。 

 整備後につきましても、これまでと同様、市で

管理を行ってまいります。 

○古都宣裕委員 もともと、見に行った方もい

らっしゃると思うのですけれども、手すりがひ

しゃげていたりとか大変な部分があったのですけ

れども、しっかりと今後とも維持管理をしていた

だきたいと思います。 

 次に移ります。 

 次、定期監査結果報告書の中の指導事項にある

のですけれども、公金の適正な取り扱いについて

ということで、「使用料の現金保管において、一

部、不適切な事務処理事例が見受けられた。公金

管理マニュアルを作成し、経理事務の適正化を図

るとともに、網走市会計規則に則った事務処理に

努められたい」というふうにあるのですけども、

こちらの所管が市民部であるということをお伺い

したものですから、どういった内容であって、今

後においてどのような対策をとられているかとい

う部分だけお伺いします。 

○田邊雄三市民課長 平成26年度の定期監査にお

きまして、市民課所管の平成25年度分の網走市職

員加工体験センター「みんぐる」の使用料の指定

金融機関への引き継ぎまでの期間が長かった事例

があったことにつきまして、監査委員より指導を

受けました。 

 今後、このようなことがないよう、網走市会計

規則にのっとった事務処理を行っていきたいと

思っております。 

○古都宣裕委員 今後、適正に処理していくとい
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うことで、監査で指導された部分に対しては適切

に処理し、順次、明瞭な会計であることをお願い

し、私からの質問を終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○飯田敏勝委員 最初にマイナンバー制度導入に

ついて伺いたいと思います。 

 これは、補正予算のときにも、いわゆる繰り越

し明許でことしに繰り越しまして、本年度に繰り

越して本年度予算にもついております。 

 去年のシステム導入のときに、私どもはこの制

度については、国が12桁の番号をつけてさまざま

な税務、税と社会保障の関係で一体ということで、

番号管理しながらさまざまな利用方法がされると

いうことで反対をした制度でございます。 

 もう一度確認しますが、すべての税金に関する

情報のほかに、国民年金だとか、国民健康保険だ

とか、後期高齢者医療とか介護保険、健康管理、

生活保護、児童福祉、障がい者福祉などの市民の

個人情報が１つの12桁の番号で、いわゆる国に一

括管理されると言われているのですけれども、そ

の辺の認識はいかがですか。 

○児玉卓巳税務課長 マイナンバー制度におけま

す個人情報の管理の方法についての御質問でござ

います。 

 当初、マイナンバー制度が導入されるまでの議

論の中で、個人情報の保護、漏えい防止、さまざ

まな論点から議論されてきました。 

 その中で、一元管理をとると、これは情報漏え

いのリスクが非常に高まるということがありまし

て、現在この制度につきましては一元管理という

形、例えばどこかの国、あるいはどこかの行政機

関が集中して共通のデータベース等によって一括

で管理するという一元管理の方法はとらず、従来

どおり各市町村ですとか、都道府県、国の行政機

関、それぞれが現在業務に応じて管理している情

報を管理して、必要なときに法に認められたもの

に限って、情報提供ネットワークというシステム

を介してして照会提供を行うという分散管理の方

法をとるというふうに明記されて、そのようにシ

ステムの構築が進められていると認識しておりま

す。 

○飯田敏勝委員 一元管理というか、国が一元的

に収集・利用するとも言われています。 

 私どもは、一括管理的だとか一元管理だとか、

今申しました一元的に収集・利用すると。 

 例えば、個人４情報の住民基本台帳番号という

のが今まであります。 

 これらは列記されている項目が少ないというこ

とで、今回の12桁の番号というのはさまざまな情

報が入っているということからいうと、今、結果

的に課長が答弁になった、国が欲しいということ

なると、そういうルートですぐアクセスできると

いうことにもなりうるということですか。 

○児玉卓巳税務課長 新たにことしの10月から付

番されることになりますマイナンバー制度の個人

番号ですけれども、確かにその住基の番号が11桁、

それに対し１桁多い12桁になります。 

 ただ、桁数の違いによって、あるいは現在の住

基カードから来年の１月以降は個人番号カードと

いうふうに順次、交付されますけれども、これら

のカードの違いによって、そこにより多くの個人

情報が記録されるのではないかということにつき

ましては、個人番号カードそのものは実際の交付

は来年の１月以降になりますけども、このカード

自体には基本４情報だけしか記録されないという

仕組みで進んでおります。ですから、１桁ふえま

すけれども、番号自体の性格的には、それによっ

て新たな情報がそこに入ってくるということでは

ないという認識をしております。 

○飯田敏勝委員 いわゆる個人の住民基本台帳の

域を脱しないということですが、結果的には、税

務から全てにわたって情報がそこに集積されると

いうことからすると、個人情報は原則的には、提

供は禁止ですが、施行令の中での審議の中で、さ

まざま例外規定を全部設けているのです。 

 そういう中で、やっぱり国から照会があった場

合には、原則禁止であっても提供しなきゃならな

いものというものは、税務のほうでどれだけ把握

していますか。 

○児玉卓巳税務課長 個人番号含むさまざまな情

報、税も社会保障関係含めて、これをマイナン

バー制度においては特定個人情報という言い方を

いたしますけども、これについては、まず利用で

きる範囲としまして、社会保障、税という部分で、

実際の番号法という法律の中では第９条という項

目で規定をしております。 

 そのほかに、今、委員がおっしゃいましたとお

り、基本的にはそういった項目以外は提供するこ

とは禁止されております。 

 それが、番号法の法律では第19条、提供の制限



－ 35 － 

ということで規定されておりますが、ただその第

19条の中に例外規定といいますか、ただし、次の

項目に該当する場合は、提供の禁止を除きます、

という定めがありまして、その中の１つは第12項

目めですが、例えば刑事事件の捜査ですとか、そ

の他政令で定める公益上必要があるときというも

のが、提供の禁止の除外規定として規定されてお

ります。 

 その他政令で定める公益上の必要があるとき、

具体的にはどういうものかと言いますと、26項目

だと思いますが、政令で現在規定をされておりま

す少年法等を含めて、各種法律のこういった法律

のこういう状況に該当する場合ということで、列

記された形で規定されておるという認識をしてお

ります。 

○飯田敏勝委員 結果的に国が多額の補助金を出

すシステムです。 

 結果的には一括管理でなくても、一元的に収

集・利用できるようなシステムになっていること

は間違いないんです。 

 だからこそ、日弁連が反対しているのは、個人

情報の漏えいのリスクが多いというのは、今言っ

た上に１つの番号つけた後12桁となった場合は、

全部通して全部見られるわけです。税と社会保障

を中心にですね。 

 そうなりますと、やはりプライバシーの侵害や

なりすましの犯罪などを完全に防止することはで

きないのではないかと。 

 要するに、税や社会保障のいわゆる徴収強化や

社会保障の給付の関係で、削減の手段に使われる

のではないかというような、不安は全く解消され

てないということで、反対が多いです。 

 これらの疑問を今の第19条でも言ったとおり、

第19条というのは、今言った捜査機関に情報提供

するとか、そういうことも含むものですけれども、

これらの疑問にどう答えるかということと、安倍

内閣は10日に閣議決定で個人情報保護法とマイナ

ンバー法の改定案を閣議決定したのです。 

 そのマイナンバーを預金口座などにも適用拡大

することや、企業が個人情報を利用しやすいとい

うような内容にしたという情報もありますが、そ

の辺も含めて安全だと、今の方法で言えますか。 

○児玉卓巳税務課長 現在、国からこの制度につ

きまして、個人情報の保護に対する具体的な措置

として示されております部分では、１つはシステ

ム上の安全措置、もう１つは制度上の保証の措置。 

 制度上の部分につきましては、そういう関係す

る法律で利用できる範囲、提供できる範囲、逆に、

してはいけない範囲、こういったことを規定して

いること。 

 さらに大事なことですけれども、なりすましが

懸念されております。 

 その防止のためには、個人番号を伝えるだけで

の本人確認ではなく、基本的には顔写真のついた

公的な証明書で本人を確認し、その上で個人番号

をきちっと申請していただくという、それを原則

とすることによって、なりすましを防止する、そ

れを義務づけていること。そして、運用は今後に

なりますが、マイポータルといいまして、利用す

る国民・市民が自分の情報がいつ、どういった機

関が、どういった目的で照会をしているのか、回

答しているのか、あるいは行政機関に自分のどの

ような情報が保管されているのか、こういったこ

とをインターネット等で照会できるマイポータル

という情報提供の確認の手段も運用される予定と

なっております。 

 システム上の安全措置としましては、先ほども

御説明しましたとおり、一元管理ではなく、分散

管理を大前提としていること。 

 実際に、今後この個人番号を用いた情報の連携

というのが運用開始されますけれども、その際に

も12桁の個人番号を直接照会の際に使うのではな

くて、各自治体については符号を用いて、さらに

通信も暗号化して、そういった照会・回答を行う

ということ。こういった実際にそういう照会・回

答をする、情報端末に利用できる人、アクセスで

きる人についても制限し、きちんと管理すること。

こういったことと、さらには先ほどの繰り返しに

なりますけれども、希望される方に交付される個

人番号カードにつきましても、ＩＣチップが入っ

ておりますが、基本的にはそのカードの中には基

本４情報という部分しか入っておらず、仮にその

カードが、例えば盗まれて解析されたとしても、

その方の12桁の個人番号はわかりますけれども、

それ以上の情報というのはそこには何も入ってい

ないということ。 

 そういったさまざまな個人情報を保護するため

の措置がされる。 

 そのために、さまざまなそういう制度、システ

ムとして運用する私たちに対しても、ガイドライ
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ン等示されるということになっておりますので、

実際に運用する行政機関としましては、それをき

ちんと理解、把握した上で、徹底した情報の保護

に努めるということに尽きると考えております。 

○飯田敏勝委員 分散管理と言っておりますが、

分散管理を知る課長と、ある程度一括、一元、収

集、結果的にそういうことにつながるシステムだ

よという私との間でも、このぐらいの差異はある

んです。 

 一般の方が知っているかというと、新聞報道で

は内閣府の調査でも７割は知らないといわれてい

て、網走市民になると、ほとんど私の知る範囲で

は知らないと、マイナンバー制度そのものの内容

ですね。 

 プライバシーの侵害になるのではないかという

ことは全然わからないと。 

 例えば、先ほどの答弁の中で、第19条の施行令

の捜査機関へのいわゆる本人の承諾なしに情報収

集できるということについては、どのような考え

を持っていますかと。 

○児玉卓巳税務課長 捜査機関等への情報の照会

に対する提供の考え方でございますが、確かに番

号法の中では除外規定であります。 

 ただ、今現在の、例えば番号法の逐条解説と

いったものでこの該当する部分を見ても、端的に

そういう捜査機関から照会がきたときに、単純に

提供していいという表現にはなっていないことも

また事実であります。 

 ですから、こういった部分、この第19条の第12

号というのは、例外規定、除外規定の取扱いにつ

いては今後も引き続きガイドライン、解説の部分

を注視して、慎重な対応を考えていきたいと現在、

今の段階では考えております。 

○飯田敏勝委員 これは去年から審議されていま

す。 

 法律のときには出されなかったものが、施行令

の審査のとき、その後の政令に委ねられて、いわ

ゆるこういうものまで適用になるよと、捜査機関

といっても、公安警察だとかさまざまなところの

情報です。施行令で利用が認められた法律そのも

のは、少年法だとか破壊活動防止法だとか、国際

捜査共助等に関する法律、それから犯罪による収

益の移転防止に関する法律等々、先ほど課長が

言っているこれは全部、後出しじゃんけんなんで

す。 

 施行令の審議のときに出してくる。 

 その他は政令等でその後出してくる。 

 私たちの議会にも、条例で出してここで可決さ

れた後に、規則なりそういうもので出して、基準

なりで出してくるという例もありますけれども、

このような、結果的には個人情報の漏えいだとか

侵害だとかこういうものが入ってくる法律の中で、

これほど法律ができるときに後からどんどん出て

くる法律はないのです。 

 先ほど言った預金通帳に番号を付けるそのもの

というのは、恐らく大手のベネッセの流出事件が

情報ありましたけども、やはりそういうのに利用

したいというような企業側の要求があったのでは

ないかと思います。 

 いずれにしても、国の行政の効率化だとか、真

の手を差し伸べる者への給付の充実とかというこ

とで、税や社会保障への利点を国は主張しますが、

やはり個人情報を国が一括、一元的に利用できる

ようなシステム、ましてや、社会保障でこれから

さまざまな分野で、先ほど言いました介護保険し

かり、それから国民健康保険料しかり、後期高齢

者医療しかりとなりますと、年金そのものから天

引きされる、それからさまざまな給付がされる方

向まで情報管理がされるということは、そういう

ものに対する不安というものが、管理されるとい

うのは昔で言うと、国民の総背番号制ということ

で、反対になりましたが、そういうことからする

と、私はこの制度そのものは、もう１回原点に

戻って、こういう個人情報漏えいなり、本人の知

らない間に情報がいってしまっているということ

については、もう一度原点に私は戻るべきだと思

うんです。 

 そういう意味で、課長は分散管理だから心配な

いと言いましたが、この制度そのものがまだまだ

法律が施行するまであります。期間がです。 

 その間に政府はさまざまな要件をつけて、先ほ

ど３月10日にも閣議決定されたように、個人情報

保護と相反するようなさまざまな閣議決定をして、

マイナンバー制度、分散管理ではなく、国が一括

管理するような方向にどんどんどんどん向かうと

いうことを、私は今の課長とのやりとりの中でも、

もっともっと不明な部分があるということで、そ

の部分のほかに市民はもっと知らないということ

からいうと、その辺の不安を払拭できないという

ことで、平成27年度の一般会計の中にもあります
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マイナンバー制度の導入の予算にはやっぱり反対

いたします。 

 それでは、次にまいります。 

 次は、防災の関係です。 

 代表質問でも、質問しました。 

 地域版防災計画の作成についてしましたが、お

答えは改定後にこの制度の周知を図り、市として

どのような協力連携が必要かということを研究し

たいとありました。 

 私は、それはそれでよいと思いますが、緊急を

要するものは早急に改善すべきという立場です。 

 例えば、先ほどさまざまな避難路のことなども

ありました。 

 特に、今までの網走の災害等を見ますと、やは

り１番皆さん身にしみているのは、３.11の津波

以降、津波が来たときどうするかというのがあり

ます。 

 冬期間の、特に、鉄南なり錦町の人が気になる

のは、津波が来たときに逃げるということなりま

すと、車で逃げるとなりますと、どうしても西山

通を通ると。夏の間だとそれなりですが、冬の間

はどうするのだと。あそこで車は冬の間通行と歩

いて逃げる場合はどうするかと。 

 例えば、計画では、津波が来た場合は網走小学

校のほうに逃げれば助かるというのですが、若草

団地なり、錦町のほうはやはり近いというと、西

山通だと。 

 そうなりますと、冬の間の歩道がどうなると。 

 昨年、おととしの後半から、歩道の除雪はして

いますけども、昨年あたりから暴風雪がひどくな

ると、歩道はあかなくなるという状態が続いてい

ます。 

 そういう場合の緊急避難的な歩道の役割という

ような認識を私はお持ちだと思うのですが、それ

らに対する認識と、対策等はお持ちでしょうか。 

○本間保司総務課参事 津波が発生した場合の避

難という御質問でございまして、今、委員からも

お話ございました西山通の歩道につきましては、

のり面からの落雪などがあるために冬期間いわゆ

る歩道が通行どめになることがあり、その際には

道路を利用する歩行者の方が不便を生じているも

のとは認識はしております。 

 こういった冬場の災害が発生した場合、どのよ

うに逃げるか、今、お話がございましたが、網走

小学校が避難場所にも指定されておりますし、そ

れからお話ございました若草団地ですとか、やは

り津波は少しでも高いところに上がっていただく

と。 

 遠くよりも高くに上がっていただくというのが

避難の原則という考え方になりますので、そう

いった部分を含めて、高いところに上がるような

対策というものを考えていくことが必要であると

いうふうには思っております。 

○飯田敏勝委員 歩道の除雪というのは、今お答

えにはならなかったですが、いかがですか。 

○本間保司総務課参事 歩道の除雪ということで

ございますけども、今、お話申し上げましたよう

に、上がる場所を西山通、今、お話がございまし

たが、徒歩で避難をする場合ということかなとい

う認識でございますが、この冬場の津波が、ある

いは地震が発生した場合に、当然揺れに伴い雪崩

や土砂崩れというものを伴うことも、発生する恐

れもございますので、そういった特殊な場合につ

きまして、何か別な方法、別な形での避難が可能

かどうか、そういったものについて、地域の方か

ら御意見を伺うような形を考えてまいりたいとい

うふうに思っております。 

 ですから、西山通の歩道だけに限らず、津波が

発生した場合の冬場の避難の部分についての対応

については、意見をいろいろと伺いながら考えて

まいりたいと思います。 

○飯田敏勝委員 今、地域の方といろいろお話を

聞いて、参考にしながらやりたいというのですが、

もともとは、あの道路そのものは両サイドに歩道

をつくる予定だったものです。いわゆる今の歩道

は、山側に全部ついているのです。 

 山側についているということは、車道であって

も雪崩の危険性もあるということです。 

 ということは、たまたま谷側にも歩道の用地は

確保しているのです。橋の部分だけ、歩道の橋桁

がないということです。 

 なぜないかというと、通行が多ければ後から設

置するという、初めは道道だったものですから、

そういうような道の考えのようです。 

 本来、歩道は山側でなしに谷側に、２つあった

ら谷側に設けるべきで、除雪なりさまざまな今の

雪崩の危険性あるということになると、やっぱり

重要な考え方ですけれども、本来、今の山側に歩

道があるとこれは大変です。 

 除雪の堆積にもなりますし、車道の除雪したと
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きの堆積にもなりますし、それから歩道の除雪し

た場合でもなげるところがないということであり

ます。そうなりますと、やっぱり谷側のほうの歩

道の用地が確保されていますから、橋３つに歩道

の桁をつけるというのは非常にお金のかかること

で、これまた大変なことだと思うのですけれども、

解決するとしたら、根本的な解決をするとしたら、

その辺の道路の地形的な構造を含んだ対策もある

程度根本で考えて、その次にベターな方法をどう

したらいいかということを考える。 

 防災の対策としては、車で逃げて、網走小学校

に逃げるとしても、錦町の人は網走小学校に登る

までは、車で行くとしたら、一旦まちに出なけれ

ばならない。やはり車で行くとしたら西山通、歩

くにしても急な斜面は登れないとしたら、あそこ

の歩道だということになりますと、私は道路の構

造的な問題も含めて、根本的に本当に可能かどう

かということを含めて、お金の問題であるなら、

予算的な問題であるなら、そういうことも含めた

対策で、きちんと私は防災計画の中に入れるべき

だと思いますが、いかがですか。 

○川田昌弘企画総務部長 津波避難計画のお話で

したけれども、通常であれば西山通を利用して、

歩道を利用して潮見高台に上がっていただくと、

それはそういう形でいいと思いますが、今おっ

しゃっているように冬期間の、しかもその雪崩が

起きる恐れのある時期にそういった事象が起きた

ときに、じゃあどうするかということですけれど

も、実際にあそこは歩道が雪崩の恐れがある地区

ということで今除雪をやっていないわけですから、

そこを避難路としていくわけにいかないんです。 

 かといって谷側に歩道をつけるとなると、恐ら

く金額的なもので数億円かかるという認識を持っ

ていますので、今すぐやろうと思えば現実的な方

策ではないと思います。 

 そうすると、どうしようかというふうに考えた

ときに、やはりそこは若草団地に上がっていただ

くだとか、それ以外の高台に上がっていただく、

錦町というのは、今いわゆる津波浸水区域上の部

分でいけば浸水区域には該当していない、標高が

高い地区でありますので、だからといっていいと

いうわけではないですけれども、そうしたときに

どうしても緊急的に谷側に歩道をつけるというよ

うな、それよりもむしろその違った方策で避難を

する方法、例えば若草団地に上がってくださいと

いうような周知を住民の方にしていくだとかって

いうことを、それはどういった方法がいいという

のは地域の住民の方の意見を聞かなければならな

りませんが、そこは、今、急に谷側に歩道ができ

ないという状況がありますので、そこはそうした

方法をとるのも１つの方策ではないかというふう

に考えています。 

○飯田敏勝委員 最終的には、今、部長が言いま

した予算の問題になるのですけれども、予算の問

題の前に、地域防災計画も改定するのですから、

やはり予算を伴うものの計画にならなきゃだめな

ので、そこは、若草団地そのものにしても急です

し、走って登るというにも本当に急傾斜の団地で

すから、そういうことも含めて、本当に何がいい

かと、谷側の歩道ということを考えたら、計画の

中で練っておいて、予算はどうするのだというの

を初めからやれば、取り組み方は違うと思います。 

 予算がかかるので難しいということじゃなしに、

基本は基本で持っておいて計画を進めると。緊急

のきちんとなる前の段階の処置は、今、部長の

言った、若草団地で緊急処置を取れる方法を考え

る。そういうことも地域の人と十分要望なり協議

して私は決めていくと。そういう方向でやってい

くのが今のところベターじゃないかなと思います。 

 そういうことをお願いして、次に移りたいと思

います。 

○渡部眞美委員長 飯田委員の質疑の途中でござ

いますが、ここで暫時休憩をいたします。 

午後３時16分休憩 

午後３時25分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き再開をいた

します。 

 飯田委員の質疑を続行いたします。 

○飯田敏勝委員 代表質問でもしました、地方版

地域創生総合戦略の策定をしなくてはならないと

いうことに関して、端的に、時間がありませんの

で質問したいと思います。 

 市長も、市政執行方針の中で、「地域的な出生

率との差として影響を与える女性人口の偏りを是

正することが重要と認識する」と言っています。 

 これは日本創成会議、座長が増田元総務大臣で

すが、2014年５月８日に発表した、増田レポート

にのっとっているか、それに近い表現だと思うの

ですがいかがですか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 地方版総合戦略につ
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いての御質問ですが、市議会で人口問題が取り上

げられたのは、平成24年の第３回定例会でありま

して、また、ある程度の人口減少を避けられない

という現実を直視し、生産年齢人口を確保するた

めには、若者、女性、障がい者、高齢者を含めた

総合力として、生産人口もふやしていくと、そう

いう認識をしましたのが平成25年の第２回定例会

でありました。 

 そのような議会での早くからの議論を、また平

成25年11月に発表された、北海道大学公共政策大

学院の石井吉春教授の論文をきっかけとして、市

では独自の人口推計分析に着手をし、その過程で

網走市の特徴的な人口構造に気づいたわけでござ

います。 

 また平成26年の６月に示された、国の経済財政

運営と改革の基本方針2014、同じく日本再生最高

戦略改定2014での問題意識や、委員御指摘の、増

田レポートの衝撃的な内容も問題意識を高めたと

いうことはあったのではないかと感じております。 

○飯田敏勝委員 増田レポートは、今回のいわゆ

る地方創生の事業の発端といいますか、さまざま

な理由があるのですが、突然あらわれてきたもの

ではなく、たまたま政府のいろいろな関係の戦略

会議だとかそういう中で、増田さんが言っていた

ものと政府との思惑が一致したとも言われていま

す。 

 そうであるならば、増田レポートでは20歳から

30歳の若手女性人口が、2040年まで５割以上減少

する自治体を、消滅可能性都市、うち１万人未満

の町村を消滅自治体として、推計値として自治体

名を公表いたしました。 

 これらへの認識をまず聞きたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 増田レポートの内容

への認識ですけれども、統計学上は、このまま何

も手だてを講じなければ、レポートで指摘されて

いるような状況に陥る可能性はあると認識をして

おります。 

○飯田敏勝委員 統計学的にとは言いましたが、

そもそも地方創生及び増田レポートを、私は地方

創生の政策と非常にタイミングよく出されていた

というのは、増田さん自身がさまざまな地方創生

の戦略的な会議に入っていて、菅官房長官ともそ

ういう関係の中でやったということも言われてい

ます。 

 その大前提に私はなると思っていますが、増田

レポートの最大の問題点は、なぜここまで急速に

人口減少や少子化が進んで、日本の経済が地方だ

けでなく、市長の執行方針では地方から東京に流

れるとなっておりますが、東京においてもさまざ

まな現象が起きています。 

 東京を初めとする大都市においても、衰退した

かというような、原因分析が増田レポートでは出

されていない。ということはなぜかというと、東

京に流れていっても、人口は減少しているのです。 

 人口減少の最大の原因分析なしに、私は適切な

処方箋は書けないと思うのですが、いわゆる少子

化の問題が人口減少の問題になっております。 

 少子化の最大の要因は何かということなります

と、今、次長がお答えなった増田レポートなり、

その前の人口減少のことなり、それから昨年度の

北海道大学公共政策大学院の石井先生のことなり

も含めますと、何が最大の少子化の要因だと思い

ますか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 少子化の最大の原因

についてですが、まず、適切な処方箋とすべき、

いわゆる地方版総合戦略の策定をするためには、

今後の人口推計の分析とあわせて少子化の原因分

析も必要だというふうに考えています。 

 少子化は、複合的な要因があると考えておりま

して、網走市では自然減だけではなく社会減にも

着目する必要があると考えております。 

 それらを、人口ビジョンの策定により明らかに

していきたいというふうに思っております。 

 また、人口ビジョンの策定に当たりまして、専

門的な分析を行っていただく予定の日本政策投資

銀行、これが親会社になるわけですが、そこで行

われている人口減少問題研究会では、昨年の６月

に、人口減少問題研究会の最終報告としてレポー

トが出されています。 

 その中で、少子化の原因は晩婚化・未婚化に加

えて、雇用機会の喪失と高い教育費の負担にある

傾向というふうに捉えていると見ています。 

 また、原因追求につきましても、重要だという

ふうに認識をしておりますけれども、大都市での

状況につきましても、現実的には、2025年には総

人口の大きな層を占める団塊の世代が、支える側

から支えられる側に移ることが明白でありますか

ら、社会保障問題を中心に、生産年齢人口の減少

が今後の市政にどのような影響を与えるかを想像

することは、さらに重要で喫緊の課題になってい
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るというふうに認識しています。 

○飯田敏勝委員 今、次長が言ったような現象も

あると思いますが、少子化の最大の要因は、先ほ

ど私は、若者が地方から流れて行った東京でもあ

ると言ったのは、青年層が結婚して子どもを産み、

育てられるような労働条件が破壊されてきたと。 

 これは内閣府が平成22年度に、結婚・家族形成

に関する調査報告書というものを出しています。 

 年収別・雇用形態別既婚率というのを出して20

代、30代、男女の比率を出しています。 

 これを見ると、300万未満の中で、男性は20代、

30代とも１割も満たないです。 

 女性は25％～35％、30歳代で35％いっており、

20代、30代の男性が、8.7％と9.3％と、１割も満

たないです。 

 これは、やはりずっとつながってきまして、結

婚をしなくとも子どもができる場合もありますが、

結婚して子どもができてずっとなると、小泉内閣

とそのあと継いだ第１次安倍内閣に推進された構

造改革の一環として、労働規制改革で派遣労働を

初めとする不安定就業が、大都市部でも地方でも

広がったのです。 

 だから、いわゆる低賃金が広がり、特に非正規

労働が広がったと。 

 この表を見ると、男性の正規雇用で20歳代で結

婚できたのが25.5％、それから30歳代で結婚でき

たのが29％、３割です。 

 ところが非正規雇用では、わずか20代で4.1％、

30代で5.6％です。 

 これは明らかに、国の政策の中での非正規労働

がふえたので、子どもを産み育てられる労働条件

が破壊されたという結果に、私はほかならないと

思います。 

 特に女性の偏りと言いましたけれども、女性自

体は、男性とは逆に、正規雇用の20代で8.8％、

30代で15.5％ですが、逆に非正規雇用で、20代が

16.9％、30代で18.1％と上がっています。 

 いわゆる結婚する条件としては、男性より女性

のほうがあったのですね、というような結果が見

られるのです。 

 私は要するに、年収300万未満、あるいは非正

規雇用男性の既婚率は、30代でも先ほど言ったと

おり１割にも到達しない実態であって、いわゆる

構造改革の結果、ワーキングプアの問題が表出し

た2007年から３年経過した時点のものでこの表は

あるのですが、この事態を引き起こしたのは明ら

かに、私は政策の失敗だと思います。 

 しかも、若年層が最も集積するところは東京圏

です。この結果として、東京都の合計特殊出生率

は、全国で最も低いということが出ています。や

はり、ここにメスを入れずに、いわゆるさらに労

働規制の緩和政策など追求することは、私は事態

を悪化させると思うのですが、その辺の認識はい

かがですか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 委員御指摘のとおり、

人口の再生産力は、地域産業と地方自治体の政策

に影響される面があると考えておりますけれども、

質・量ともにすぐれた雇用機会の創生が、そのた

めに大変重要だというふうに考えています。 

 そのため、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び起

こす高循環の創生が求められているわけでありま

して、人口構造含めて地域の実態は多様でありま

す。 

 そのため、自治体の創意による総合戦略策定が

求められておりまして、内容が一律になる可能性

を排除するために、コンサルタントへの委託は厳

に慎むようにとの国からの指導がなされておりま

す。 

 そのような中で、自治体独自の方向性を求めて

いきたいというふうに考えます。 

○飯田敏勝委員 そうは言いますが、政策の力と

いうものは大きいもので、人々の暮らしを支えて

人口の再生産力を規定するのは、地域の産業と地

方自治体の政策です。 

 この面で、いわゆる格差拡大の先ほどから言っ

ている、はしりとなった小泉構造改革以来、地域

産業の後退と人口減少がまさに加速しています。 

 人口の再生産力を規定する地域産業と地方自治

体の政策も、どちらかというとずっと空回りぎみ

です。 

 この空回りを避けるために用意されたのが、私

は今回の地方創生ではないかなと思うのです。 

 地方創生は、国の主張するように、ばらまきで

はなくて各自治体間を競争させる競争的資金では

ないかと思います。 

 そのために、なぜ地方が衰退したかなどと考え

ずに、目先の財源確保に向けて、今、全国の自治

体は一斉に走り出しているというのは言い過ぎで

しょうか。 

 地方創生の個々の予算には、私は実態がある程
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度反映されていると思います。 

 しかし、競争的資金の内容を決めるのは国で

あって、それは国の意図で方向づけられるのでは

ないかなと思いますが、その辺は、策定の事務局

となる企画ではどのように捉えていますか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 国の意図で方向づけ

られるのではないかということだと思いますけれ

ども、先ほど申し上げたとおり、人口構造含めて

地域の実態は多様でありますから、そのため自治

体の創意による総合戦略の策定が極めて重要とい

うふうに思っています。 

 また、全国市長会では、地方創生を進める上で、

地方の発意と実勢に委ねるとする地方の意向を重

視する姿勢については、それぞれの地域の実情に

応じた施策を行うという点で歓迎すべきことであ

るとしています。 

 一方で、地方への責任転嫁ではあってはならな

いということで、各自治体の競争条件が異なって

いることを把握すべきであることや、自由度の高

い交付金の創設、縦割り行政の排除、ナショナル

ミニマムの確保などについては、国の責任のもと

で進めることを強く求めていると理解します。 

○飯田敏勝委員 それはそれでいいと思います。 

 いいというのは、しなくてはならないと。地方

創生、地域総合戦略の地域版を作らなくてはだめ

だと。先ほど今回の予算は、あるところに委託し

て人口動態及びさまざまな調査をしてもらうとい

うことですが、人口ビジョンを、取り組むべき将

来の方向性を示して総合戦略を策定するとしてい

ます。そうであるならば、策定するときの議論の

前提となる人口分析は、過去の産業形態や人口動

態、当然、非正規雇用だとか、雇用などさまざま

な面が入ってくるんですけれども、それらの推移

を示して、産業形態の変化と、それに連動する人

口動態の変化を分析したものになるのでしょうか、

今回の委託は。 

○岩永雅浩企画総務部次長 人口分析の内容でご

ざいますが、御指摘のあった点については必要な

分析だというふうに考えております。 

 また、委託をする内容につきましては、ただ数

字をお渡しするわけではなくて、先ほどから申し

上げているように、独自で分析してきた内容を突

合するということも含めて行いたいと思っていま

す。 

 １番難しいのは、統計調査係の中では、全市的

な傾向を推計することはできますけれども、中学

校単位での細分化した人口動態と見るということ

がシステム上できないということがあります。 

 そういう部分について、委託をしたいというふ

うに思っていますが、具体的にどのような分析に

まで踏み込むかについては、委託を予定している

日本経済研究所を初め、アドバイスをいただく研

究機関とも意見交換をしながら決定をしていきた

いというふうに考えています。 

○飯田敏勝委員 今の地方創生に必要なことは、

市がみずから調べて、みずから考えて、みずから

行動するという原則を忘れないということではな

いかと思います。 

 だからこそ代表質問でも述べたとおり、小さく

とも輝く自治体の例を出しました。 

 これらのことも基本において、企画し、実践し

て、定着していったということも、私は参考にす

るべきだと思います。 

 今回の策定に当たりまして、市民各層で行うと

なっておりますけれども、政策の検討課題をやは

り明確にすべきだと思います。 

 将来の地域像だとか、計画目標を明確にした人

口計画なり政策、いわゆる専門家が言う地域の人

口、養う力を考えるという、そういう事であれば

20歳から45歳のＵターン・Ｉターンをどのように

考えるかということがあり、それから少子化の克

服の環境条件づくり、当然、出産までの医療支援

策だとか、子育て、教育の施設とサービスだとか、

さまざまな地域社会の助け合いや、継続的、公的

援助なども私は入ると思います。それと同時に、

産業政策、企業誘致、あるいは地域が主体で地域

の資源を活用する、いわゆる埋もれている資源を

発掘して、それを産業政策に結びつけるというこ

とも、私は必要だと思います。 

 さまざまな、やるということならばあるのです

が、やはり市民全体で考えるということになれば、

当然、市の総合計画も含めての整合性も、私は求

められていると思います。 

 本来、市の総合政策というのは財源的なものが

あるべきだと私は思っていますが、それはついて

おりません。 

 今回の地域戦略は、財源も入ってくると思いま

すが、その辺を含めて、今言ったことも含めて政

策の検討課題はどのように位置づけていくのか伺

いたいと思います。 
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○岩永雅浩企画総務部次長 政策の検討課題を明

確にすべきであるという点と産業政策についてで

ございますが、まず政策の検討課題の部分です。 

 人の流れを変え、女性の人口の偏り是正をする

ことは簡単ではないというふうに認識をしており

ます。 

 その実現のために、小さくても輝く自治体に学

ぶ点はあるというふうに思っておりますが、出生

率や乳幼児の救命率の向上、住まいや医療、教育

など、出産から育児まで、切れ目のない子育て環

境の充実は欠かすことができない政策と認識をし

ており、先ほどもそのようにお答えをいたしまし

た。 

 基本的な考えは、委員と意見が一致する部分も

あるのではないかというふうに感じております。 

 人口減少を食いとどめるには至っておりません

けれども、先ほど申し上げたとおり、市の合計特

殊出生率は1.59、全国・全道の平均を上回ってお

ります。 

 これは、これまで実施をしてきた出産・育児に

関する施策や医療・健康に着目した施策、女性の

仕事と家庭の両立支援に取り組んできたことの成

果が、反映されているのではないかというふうに

考えています。 

 そのような評価の中から、庁内組織の網走市地

域創生戦略本部では、検討項目を１つには、若い

世代を中心として安心して働けるための産業振興

と雇用の場の創出、２つ目には、若い世代が健康

で希望に応じて結婚・出産・子育てができる環境

づくり、３つ目には、観光や健康スポーツなど、

網走の地域特性を生かした交流人口の拡大、４つ

目には、東京農業大学、日本体育大学などと連携

し、みずから学び「明日を拓く人」の育成、５つ

目には、支え合い安心して暮らすことができる共

生型地域社会づくりの５項目としているところで

ございます。 

 今後、市民会議の委員の皆様初め、さまざまな

層の市民から御意見や御提案をいただく中で、地

域や市民の創意工夫、ノウハウを最大限に生かし

て、総合戦略を策定していきたいというふうに考

えております。 

 また、産業政策についてですが、これまでも市

長は市の産業発展のための企業誘致は、部品工場

を誘致することではないというふうに述べており

ます。 

 産業政策の基本的な考え方は、地域特性を生か

した地場エネルギーの導入と、一次産業の高いポ

テンシャルを生かして地域間の競争優位を確保す

るということであります。 

 雇用を創出する、そうした取り組みが20歳前半

にある人口の厚い層の人材を網走にとどめること

につながるという考え方でございます。 

 また総合計画との総合性は、当然持つわけで、

総合戦略は総合計画の中期的な戦略と位置づけて

おります。 

 特に、総合計画との違いは、戦略には根拠に基

づいた評価指標を持つということでございます。 

○飯田敏勝委員 言ってみれば、お金が来なくて

も網走をもう１回また見つめると、さまざまな面

から、人口政策の面、産業政策の面から見つめる

機会だと思いますので、そういう心構えを持って、

私は進んでいってもらいたいと思います。 

 最後になりますが、財政の関係で１つだけです。 

 予算の設定を除雪費で見ると、ある市民の方が、

雪がこれだけ降って大変で、除雪費が補正になっ

ており、あるときには補正が３回やられていると。

市民の方の一般的な素朴な疑問で、そうであれば

初めから予算を組んでおけばいいんじゃないのか

と言ったのですが、基本的には予算の組み方と財

源確保というようなことも考えていると思います

が、基本的にはどういうような、除雪費に関して

の予算の設定をしているのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 除雪費につきまして、当初

予算から大幅な増額ができないかという御質問か

と思います。 

 初めに、近年の除雪の経費の状況でございます

が、平成19年度から平成23年度まではおおむね３

億円前後の除雪経費となっておりまして、平成24

年度から極端に除雪経費が多額となっております。 

 平成24年度の決算ですが５億6,200万円、平成

25年度がこれも決算数値ですが４億9,000万円と

なっておりまして、平成26年度、今シーズンです

が現時点の予算現計額は５億9,100万円となって

おります。 

 こうした状況を踏まえまして、平成24年度から

除雪経費の増額を少しずつですが図っておりまし

て、平成24年度の除雪の全体の当初予算が２億

3,000万円に対して、今回、上程させていただい

ています平成27年度では３億0,500万円としてお

りまして、平成24年度との比較では7,500万円ほ
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ど増額を図っております。 

 この３億円程度の予算であれば、過去の実績に

なりますが、平成19年から平成22年までは足りる

という状況でございますが、近年の暴風雪が多発

している状況では、とても対応し切れないという

のは十分認識をしております。 

 しかしながら、あと数億円、２億円から３億円、

当初予算の増額を図るというのは、全体的なバラ

ンスから見ても非常に厳しい状況でございますの

で、現行の予算規模で御理解いただきたいと思い

ます。 

○飯田敏勝委員 当初、５億円組んだと。３億円

組んでいるのと２億円財源が多いので、網走の財

源はやりくりして、その時点では財政調整基金か

ら繰り出さないとだめだという、取り崩すという

ことで、例えば２億円をおろして５億円で組んで

も、余れば減額補正すればいいという考えにもな

るのですね。 

○秋葉孝博財政課長 あと２、３億円必要という

ことで、仮にですが、あと２億円を上積みすると

いうことになれば、今お話のとおり基金からの繰

り入れということで、歳入の予算を見まして除雪

費に上乗せをするという形になると思いますが、

雪の降り方もその年によって違いまして、ことし

は12月から随分雪が降りました。昨シーズンでい

きますと、12月、１月はほとんど雪がなくて、２

月の頭ごろから猛吹雪となりまして、かなりの予

算を必要とした状況です。 

 仮に、当初からその予算を組めば、その減額補

正、当然３月にもいつ雪が降るかわからない状況

ですから、３月の議会中に減額補正ということが

できないという状況になると思います。 

 そうすると決算の際に、その分多額の不用額が

発生することになりますので、現状の手法で御理

解いただきたいと思います。 

○飯田敏勝委員 私自身は、現状でいいと思って

いるのです。 

 ただ、市民がどうしてと言った場合に、予算の

財源がつかないから財源はどうしても貯金から取

り崩さなくてはだめと。この除雪の関係は特別交

付税で、あとからバックしてくるのは全然ことし

には反映されないで、さまざま利用できるという

ような、そういう財源構成もわかってはいるので

すけれど、その辺は市民の方はなかなか、予算を

つけておいて減額補正したほうがいいのではない

かということですが、市の財政そのものは５月に

出納閉鎖があり、４月に交付税が決まり、その時

点から本格的に始まると。補正で最終的には本予

算が相当膨れていくと。最後に、特別交付税が来

て、ほっとして、何かでやりくりして、市の財源

をしっかりと確保していくというシステムだと思

うのですけれど、市民の方は、初めから組んだら

どうだという素朴な疑問に質問させてもらったん

ですけども、そういう方向でしっかりとやっても

らいたいと思います。 

 終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○近藤憲治議員 大事なことだけ端的にお伺いし

たいと思います。 

 昨日の代表質問でもお話をさせていただきまし

たけれども、地方創生、国が掲げているこの施策

に乗っかって、その自治体側も創意工夫をして、

これからの人口減少社会をどう生き残っていくか

というビジョンをつくっていかなければならない

という局面を迎えています。 

 今、企画振興費全体を見渡してのお話ですけれ

ども、新年度については人口ビジョンと地方創生

絡みの総合戦略をつくっていくという段階であり

ます。 

 問題はその先にあるのだと思います。 

 さまざまな戦略をつくる、ビジョンをつくる、

あとはどう具現化していくのかというところで、

今度は市役所で戦略やビジョンに基づいた政策を

練らなければならないわけです。 

 政策を練る際ですけれども、やはり重要になっ

てくるのが、市役所のいわゆる企画部門、庁舎全

体を見渡して施策を生み出していくという部門の

力であります。 

 この部分を、私は今後の中長期的なビジョンに

立てば、しっかりと強化していく必要があるとい

うふうに考えているのですが、現行の政策立案機

能とそれから地方創生、戦略を構築した後の政策

立案機能強化の必要性について、現段階でどう考

えているか伺いたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 企画立案の強化の関

係ですが、総合戦略の策定に当たりましては、少

子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯ど

めをかけるとともに、東京圏への人口の過度な集

中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確

保して、将来にわたって活力のある社会を維持し
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ていく、政策の企画立案が求められているという

ふうに認識をしています。 

 そのためには、網走の強みや地域特性を生かし

て、人口減少が地域に与える課題への継続的な対

応と、人口減少の緩和を図る積極的な施策に取り

組むことが必要だというふうに考えております。 

 少子高齢化から人口減少社会へ急速に移行する

人口動態にあるのは日本だけであり、かつて誰も

経験したことのない人口減少社会に向き合わなけ

ればならないという真実を冷静に認識し、それを

市民と共有するためには、各部局が企画立案能力

を発揮する全庁的な取り組みが不可欠ではないか

というふうに考えております。 

 既に、市長を本部長とする庁内組織、網走市地

域創生戦略本部を設置しており、今後設置する市

民会議などからの御意見や研究機関からの御指導

いただきながら、人口減少社会の挑戦を可能にす

る政策を立案していきたいと考えております。 

○近藤憲治委員 戦略をつくって、ビジョンをつ

くっても、それを具現化する政策がきちんとした

ものを打ち出さなければ、絵に描いた餅で終わっ

てしまうわけですので、そこはこれからこういう

形でという話がありましたけれども、具体的な話

を進めていく中で、政策立案機能を原課でそれぞ

れより高めていくべきだというような御答弁だと

思うのですけれども、中長期的にはそこを総合的

に取りまとめて、司令塔的にとりまわしていくよ

うな仕組みも必要なのかというふうに考えていま

すので、折に触れてまた今後議論させていただき

たいと思います。 

 あともう１つは山田俊美委員からも御質問でて

いましたが、地域おこし協力隊についてでありま

す。 

 この制度についても是非がありまして、私は

やってみることについては意味があることだとい

うふうに思っていますが、一方、やはりほかの地

域での事例を見てみると、なかなかうまくいかな

かったケースもあると。 

 例えば、行政が来てくれた協力隊をあまりにも

囲い込みすぎて、市民となかなか接点ができずに

何だかよくわからないまま期間が過ぎてしまった

という例。また一方では、余りにも市民の中に溶

け込み過ぎて、過剰な期待を背負ってこんなにや

れませんといって、疲弊してしまったり、いろい

ろあります。 

 そういった点では、どういったポジションで、

どういう役割を期待していて、市民との接点をど

ういうふうにつくっていこうというふうに現段階

で考えているのかお示しいただきたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 本事業は、先ほども

お答えをしましたけれども、国の制度を活用して、

網走で活動する地域おこし協力隊員を３大都市か

ら１名募集するもので、天都山展望台・オホーツ

ク流氷館に協力隊員を配置したいというふうに考

えております。 

 先ほど、山田俊美委員からも不安だという点が

ありましたが、採用できる協力隊員の居住地が３

大都市圏に限られておりますので、採用は簡単で

はないなというふうに考えております。 

 しかし、実績のある北海道観光まちづくりセン

ターに募集業務を委託することを考えておりまし

て、マイナビやリクナビといった求人サイトでの

募集が可能でありまして、募集から履歴書の受け

取り、書類選考、ウエブテスト、適応テスト、面

接までの手続事務を担っていただけることになっ

ております。 

 委員御指摘のとおり、先行事例では採用側が期

待している活動内容と、隊員の資質や思いとの相

違がある場合が少なくないとも聞いております。 

 募集の段階から、隊員に求める役割とスキルを

明確にしておくことが重要とのアドバイスをいた

だいておりますので、配置先との十分な意見交換

を行う中で、取り組みを進めていきたいというふ

うに思っております。 

○近藤憲治委員 網走に新しい人材を呼び込むと

いう意味では非常に意味のある事業だと思います

ので、継続的に成果が上がっていくような仕掛け

を望みたいと思います。 

 以上で終わります。 

○栗田政男委員 時間も大分押していますので、

明るい話題を１つ質問したいと思います。 

 集会場ということですけれども、地域のコミュ

ニティーの場として、各地コミセンが非常に有効

に当市においては活用されているというふうに

思っております。 

 その中で、全体を把握はしていませんが、各コ

ミセンの運営の中で独自にではあると思うのです

が、体育館等のＬＥＤ化が進んでいると思います

が、その辺の実態について、まずお伺いしたいと

思います。 
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○田邊雄三市民課長 コミセン住民センターの指

定管理者は、運営経費の削減策としてＬＥＤ化を

進めており、今５つのコミセンで導入をしており

ます。 

 北コミセン、潮見コミセン、西コミセン、駒場

住民センター、呼人コミセン。北コミセンは全館

なっておりまして、ほかのところは利用頻度の多

い部屋をＬＥＤ化にしているという状況になって

おります。 

○栗田政男委員 進んでいるということではある

と思います。体育館等は日中でも、多分つける可

能性もありますし、そういった意味からすると、

ＬＥＤ化の最大のメリットというのは、コスト、

電気代の削減ということになります。 

 ただし、その器具等に普通の電球よりは数倍高

いという欠点がありますけれども、そういう中で、

多分まだつけてそんなには経ってないような気が

しますが、電気代の節減効果というのはどの程度

ということで原課は押さえているでしょうか。 

 質問の仕方が悪かったと思います。 

 数字を押さえていれば押さえているでいいです

し、まだ詳細なものが上がってないというのであ

れば、その統計をいただければいいと思います。 

○田邊雄三市民課長 電気代については、まだ比

較ができていません。 

○栗田政男委員 かなり少なくなっているという

お話を聞いているのですが、私は潮見のほうの運

営委員をやっている関係で、潮見のほうは詳細に

つけて数カ月経っているのでデータがあると思い

ます。 

 ぜひともそのデータを参考にしていただいて、

今後の設置の１つの考え方というか、その設置に

当たって、単費でコミセン独自で導入しているも

のか、ある程度の補助をしながらやっているのか

という違いというのはどういう基準があるので

しょうか。 

○田邊雄三市民課長 ＬＥＤ化に向けた費用の負

担ですけれども、全額コミセンでやっているとこ

ろと、一部市民課が委託をして改修しているとこ

ろがありますが、その違いは修繕積立金の額の多

いところはそれにあてたところ。 

 少なくてもＬＥＤ化をしたいというところにつ

いては、電気代の低減が図れるために委託の部分

も入れて実施をしているという状況になっており

ます。 

○栗田政男委員 いろいろな経営努力といいます

か、指定管理者などですが、いろいろな努力をさ

れて収益が比較的上がっているところもあります。 

 それは利用率だとかいろいろな、地域の条件と

かいろいろあると思いますが、もちろんお金のあ

るところは当然そのお金を使っていただいて設備

をしていただくと。また、そういうどうしても必

要性を感じている、そろそろ交換時期に来ている

という場合については、ある程度を市のほうで補

助しながらやっていくという、そういうケースバ

イケースの対応が必要ではないかというふうに思

います。 

 ぜひともＬＥＤ化、これからは電気代が多分ま

だまだ上がっていくような状況にあります。 

 特に北海道、なかなか北電のほうも原発を動か

しはしたいのでしょうが、世論、その他、国の動

向もありますし、まだまだその状況にはいけない

ということで、大変な状況の中で電気代はまだま

だ上がるということですから、ぜひとも将来に向

けての話なので、この辺の研究等いろいろなデー

タを蓄積しながら、しっかりと対応していただけ

ればなというふうに思います。 

 この件はその程度です。 

 先ほどいろいろな質問の中に出ていましたが、

避難所として、所管は消防になると思うのですけ

れども、詰所なんかが今回の吹雪の中で使われた

ということであります。 

 そこで、やはり１番私がそういう施設を利用し

て気になるのはトイレの問題です。 

 しっかり設備されたところもあれば、まだ旧式

のそのままの状態で、ちょっと使用には耐えられ

ないような設備の古いところもあるのですが、詰

所の問題はまた別の問題としまして、そういうふ

うに考えたときに、区会が管理しているそれぞれ

の区会の会館がございます。 

 それはまちのコミセンとはちょっと違ったスタ

ンス、形というかあれになるのですけれども、や

はり地域を回っていますと、トイレ環境というの

は非常に悪い状態であると思います。 

 昨今の気象状況とかいろいろな、特に冬の豪雪

の場合については、各コミセンがやはり避難所と

しての機能も備えるというふうに考えなくてはい

けないのではないかというふうに考えています。 

 そういう中で、ストーブは絶対必要ですし、暖

を取ればそこで横になりながら避難できるという
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こともありますけれども、トイレの問題、特に女

性だとか小さな子どもが旧式の、特にまだ洋式

じゃない和式のトイレで用を足すというのは非常

に困難な状況に今はなっているのではないかとい

う気がするのですけれども、その辺の要望だとか、

各区会のほうから上がっているという実態はない

のでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 郊外の集会施設では、トイ

レのバリアフリー化、衛生・臭気の対策解消から

トイレの水洗化の要望が上がっております。 

○栗田政男委員 私も利用して、男性のほうは比

較的下が見える状況は少ないですが、いろいろな

状況の中で、ただ郊外地域ですから、当然下水の

設備がないわけで、浄化槽の設置等が必要になっ

てくると思います。 

 改修には、ある程度の費用がかかるわけですか

ら、当然、先ほど言ったようにお金のある区会は

ある程度の負担をいただきながら、なおかつ足り

ない分については市のほうで補助しながらという

形も考えられると思うのですね。そういう中で、

できるだけ今ある区会の会館というのは大体整備

も比較的よくされていますし、今後も多分人口の

推移もあるでしょうけれども、しばらくの間はあ

の状態で、この戸数でいくのではないかというふ

うに考えたときに、地域の子どもたちも集まった

り、お年寄りの方も集まったり、そういう環境の

中でぜひともこの水洗化ということは前向きに検

討していただきたい項目ですし、できれば急を要

することなのかなというふうに私は考えています

けれども、原課のお考えをお聞かせ下さい。 

○田邊雄三市民課長 施設の利用者の高齢化、子

どもについては近年、家のトイレ、どこに行って

もトイレは洋式化になっていることから、和式が

使えない、使いづらい状況なども要因があると

思っております。 

 トイレの水洗化は郊外の施設だけ、建物内だけ

の改修ではなく、合併浄化槽の設置が必要なとこ

ろもあります。 

 このことから、地域の方々の要望の強いことも

認識はしておりますが、合併浄化槽の設置につい

ては多額の財源が必要であり、財政確保の方法も

含めて検討をしていきたいと考えております。 

○栗田政男委員 ライフスタイルが変わって、こ

の庁舎も何年前かにトイレはみんな改修していま

す。 

 当時は和式の水洗も必要とされた要望がありま

した。 

 それは、直接座イスというか洋式に座るのは抵

抗がある世代の方もいらっしゃったということで、

多分残されたという事情だというふうに私は記憶

しているんですけれども、今、この現在になった

ときに、むしろその使用率からいくと、和式の昔

ながらの便器というのはなかなか利用されてない

んじゃないかというふうに考えます。 

 それだけやはり我々のライフスタイルも変わっ

ていますし、皆さんの家庭にはウォシュレットが

当たり前についています。 

 今、問題になっている中国の人たちが来て、北

海道もウォシュレットの在庫が不足しています。 

 そういう状況も、なぜかというと、いいものだ

からみんな欲しがるのです。 

 安くていいもので、当然それに慣れてしまうと、

なしでは用を足せないような状況も今は生まれて

いるのかなと思います。 

 どこまでが必要か必要でないかで精査はしなく

てはいけませんが、私たちがふだん生活している

ように、同じように公衆のトイレも同じ設備があ

るのが私は当たり前ではないかなというふうに思

いますので、ぜひともその辺も検討しながら、早

急な対応を求めたいと思います。 

 以上でございます。 

○渡部眞美委員長 以上で、本日の日程でありま

す、一般会計の歳入のうち、一般財源となる歳入

と、一般会計の歳出のうち、議会費、総務費、消

防費、公債費、諸支出金、予備費及びその特定財

源に関する歳入並びに関連議案４件の細部質疑を

終了いたしました。 

 本日はこれで散会といたします。 

 再開はあす午前10時としますから、参集願いま

す。 

 御苦労さまでした。 

午後４時16分散会 

 


